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都 市 建 設 委 員 会 記 録 

 

日 令和５年９月12日（火） （第３回定例会） 

時 
             休    憩 

午前９時58分 開議 （午後０時１分～午後１時０分） 午後１時52分 散会 

場 所 第５委員会室 

出席委員 
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石 橋   毅 白 鳥   誠   

欠席委員 な  し 

担当書記 田 野 仁 志 谷 口 昌 隆   

説 明 員 

都市局 

都市局長 藤代 真史 都市局次長 岩田 真一 

都市部長 石橋 徹 建築部長 秋葉 秀樹 

公園緑地部長 小川 賢 動物公園長 鏑木 一誠 

都市総務課長 橋本 敏行 都市計画課長 金森 千裕 

都市安全課長 保科 純一 緑政課 植木 崇夫 

公園管理課長 酒井 清 花見川・稲毛公

園緑地事務所長 

萩原 康弘 

動物公園副園長 清田 義昭 動物公園副園長 木津 光晴 

総括主幹 西森 照泰   

建設局 

建設局長 水間 明宏 建設局次長 橋本 欣哉 

土木部長 山口 浩正 下水道企画部長 髙梨 雅和 

下水道施設部長 山田 裕之 建設総務課長 杉山 信弘 

土木管理課長 柳澤 秀諭 路政課長 塚越 剛 

下水道経営課長 吉井 信 下水道経理課長 香取 良久 

下水道整備課長 鈴木 宏一 中央浄化センタ

ー所長 

石塚 勇嗣 

南部浄化センター

所長 

久野 正義 総括主幹 小山 憲一 

下水道経営課課長

補佐 

森山 茂信 下水道整備課長

補佐 

根木 義治 

 

調査案件 

議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第４号）中所管 

議案第92号・令和５年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第93号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第99号・千葉市都市公園条例の一部改正について 

議案第100号・千葉市下水道条例の一部改正について 

議案第103号・製造委託契約について（千葉市動物公園動物科学館学習展示

施設改修業務委託） 

議案第105号・市道路線の認定及び廃止について 

そ の 他 所管事務調査 「空き家対策について」 
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午前９時58分開議 

 

○委員長（松坂吉則君） おはようございます。 

 ただいまから、都市建設委員会を開きます。 

 本日、審査を行います案件は、議案７件です。また、案件審査終了後、空き家対策について

の所管事務調査の委員間の意見交換を行います。進め方の順序に従って進めてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵

守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議案第89号、第92号、第93号、第100号審査 

○委員長（松坂吉則君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算中所管、議案第92号・令和５年度

千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号）、議案第93号・令和５年度千葉市下水道事業

会計補正予算（第１号）及び議案第100号・千葉市下水道条例の一部改正については、関連が

ありますので、一括議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 おはようございます。都市局でございます。 

 議案第89号・一般会計補正予算中所管及び議案第92号・動物公園事業特別会計補正予算につ

きまして、公園緑地部長より順次御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

 令和５年度一般会計補正予算について説明させていただきます。 

 なお、動物公園事業特別会計補正予算についても関連する内容があるため、一括して説明さ

せていただきます。着座にて失礼いたします。 

 公園緑地部所管は、一般会計の補正予算が２件、繰越明許費の追加が１件でございます。ま

た、動物公園特別会計の歳出補正が１件でございます。都市局議案説明資料により、説明させ

ていただきます。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 初めに、千葉マリンスタジアム屋根梁等塗装修繕でございます。 

 １、補正の理由ですが、千葉マリンスタジアムの屋根梁の鉄骨及びスピーカー架台の一部に

おいて、塩害による腐食が進行し、塗膜の剥落が発生していることから、安全な利用環境の確

保に向け、塗装修繕を行うため補正するものでございます。 

 ２、補正額は１億5,400万円でございます。 

 ３、事業概要は、屋根梁の塗装修繕３か所、スピーカー架台の塗装修繕２か所でございます。 

 ４、今後のスケジュールは、記載のとおりでございます。具体的な修繕箇所を図のほうで示

させていただいております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 公園維持管理事業でございます。 
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 １、補正の理由ですが、管理用車両のダンプトラックの更新について、2025年度新燃費基準

及び改正された道路運送車両の保安基準に適合するため、自動車製造会社各社が車両の生産に

必要な型式指定の取得に時間を要していることから、今年度内の納車が困難となったため、備

品購入費を翌年度に繰り越すものでございます。 

 ２、繰越額は750万円でございます。 

 ３、事業概要及び繰越額の内訳、４、今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 動物公園事業特別会計の動物科学館設備改修に係る補正と、それに関連する一般会計の補正

でございます。 

 １、補正の理由ですが、動物科学館の空調等の設備改修については、令和６年度当初予算で

対応予定でおりましたが、学習展示施設改修との調整において、14か月の工期が必要であるこ

とが判明いたしました。動物科学館のリニューアルオープンを令和７年４月に行うためには、

今年度内の発注が必要であることから、補正するとともに、継続費を設定するものでございま

す。 

 ２、継続費等ですが、（１）補正額は4,050万円、（２）継続費設定額は３億6,800万円でご

ざいます。財源や各年度の設定額は、記載のとおりでございます。 

 ３、事業概要及び設定額等の内訳ですが、（１）動物科学館空調設備改修工事は、冷房機本

体や冷温水管の交換などを行うもので、合計額は３億1,300万円でございます。（２）動物科

学館消防設備改修工事は、火災報知機設備や非常照明の交換などを行うもので、合計額は

3,600万円でございます。（３）動物科学館授乳室改修工事等は、授乳室に係る内装改修、間

仕切り設置などを行うもので、合計額は1,500万円でございます。（４）その他は、仮設ハウ

ス設置などに係る費用で、合計額は400万円でございます。 

 以上が継続費となります。 

 次に（５）その他の関連業務は、令和５年度単年度分で、動物移動用ケージ購入に係る費用

で150万円でございます。 

 ４、今後のスケジュールは、記載のとおりでございます。 

 ５、その他関連工事等の動物公園動物科学館学習展示施設改修委託については、この後の一

般議案にて概要を説明させていただきます。 

 公園緑地部の説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 建設局長。 

○建設局長 建設局でございます。 

 所管部長より説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道企画部長 

○下水道企画部長 下水道企画部の高梨でございます。よろしくお願いいたします。座って説

明させていただきます。 

 それでは、議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第４号）中所管、議案第93

号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第100号・千葉市下水道条

例の一部改正については、関連する内容のため、一括して説明させていただきます。 

 それでは、下水道条例の一部改正についてから説明させていただきます。 

 議案書では、19ページ、20ページとなりますが、詳細につきましては、お手元に配付してあ
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ります建設局議案説明資料で説明させていただきます。 

 初めに、７ページをお願いいたします。 

 １の改正理由ですが、計画期間が令和３年度から14年度までの千葉市下水道事業中長期経営

計画では、令和14年度までの計画期間中に生じる資金不足を賄うため、約４％の改定を予定し

ておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う使用料の減収や、電力価格の高騰に

よる維持管理費の増加など、社会情勢の変化により、さらなる資金不足が見込まれているとこ

ろでございます。 

 このため、コスト縮減を図るなど、経営改善に努めるとともに、従来の使用料算定期間であ

る４年間では、使用水量や企業債金利の動向など、先が見通せない状況であることから、使用

料算定期間を令和６年度から令和７年度までの２年間に短縮して行ったところでございます。 

 これを受けまして、資金収支見込みの精査を行った結果、市民生活への影響等を考慮しまし

て、電力価格高騰による影響分については、一般会計からの繰入れを行いますが、なお不足す

る資金について、下水道使用料の改定をお願いするものでございます。 

 次に、２の改正内容でございます。 

 （１）の下水道使用料の改定についてですが、平均改定率5.4％で改定をお願いするもので

ございます。 

 改定に当たっての基本的な考え方ですが、ア、現行の基本使用料の設定と汚水排除量ごとの

区分は変更しないものとします。イ、汚水排除量の少ない世帯に対しては、改定率を平均改定

率以下といたします。 

 なお、表１は、現行使用料と新使用料を比較したもので、基本使用料につきましては、現行

の580円から31円引き上げて、611円とするものです。従量使用料は、汚水排除量の１から５立

方メートルは変わりがありませんが、６から10立方メートルまでは、１立方メートル当たり１

円の引上げ、11から20立方メートルまでは６円の引上げとなっており、以下、御覧のとおりで

ございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 （２）の施行期日についてですが、令和６年４月１日となります。 

 以下の表は、参考といたしまして、主な汚水排除量ごとの１か月当たりの新旧使用料を比較

した表となっております。それぞれの水道ごとに改定率を表しており、使用水量20立方メート

ルまでの改定率は、平均改定率以下としております。その下には、１か月当たり20立方メート

ル使用したときの使用料の額を県内他市と、また、政令市及び東京都と比較したものとなって

おります。改定後において、県内他市では、29都市中、高いほうから26番目、政令市及び東京

都では、21都市中、高いほうから12番目となっております。 

 なお、９ページ以降は、今回の条例改正に伴う新旧対表となっております。 

 下水道条例の一部改正については以上でございます。 

 次に、令和５年度９月補正予算について説明させていただきます。 

 補正予算書では、議案第89号が13ページ、第93号が39ページから44ページになりますが、議

案説明資料にて御説明させていただきますので、資料の３ページをお願いいたします。 

 初めに、１、電力価格高騰に伴う歳入歳出予算の増額補正になります。 

 （１）補正理由ですが、浄化センター等の下水道施設における電力価格高騰に対応するもの
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とともに、下水道経営基盤を強化し、令和６年４月の下水道使用料の改定率を抑制するため、

一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 

 （２）の補正額ですが、一般会計より下水道事業会計へ２億1,700万円を繰り出し、同額を

下水道事業会計へ繰り入れるものでございます。 

 （３）の内訳ですが、アの一般会計、イの下水道事業会計ともに、内容につきましては、電

気料金高騰分の増額で、財源内訳は、それぞれ表に記載のとおりでございます。 

 参考の図は、電気料金の構成を示しており、燃料費調整単価が電気料金の高騰分となります。 

 続きまして、資料の４ページを御覧ください。 

 ２、下水道使用料改定の広報に関する歳入歳出予算の増額及び債務負担行為の設定でござい

ます。 

 （１）補正理由ですが、令和６年４月からの下水道使用料の改定に伴い、使用者への周知及

びコールセンター設置に必要な経費を追加するものでございます。また、令和６年４月から、

コールセンター設置分に関わる契約を本年度内に契約する必要があることから、債務負担行為

の設定を行うものでございます。 

 （２）の補正額ですが、歳出予算の増額は5,100万円、イの債務負担行為の設定が580万円に

なります。 

 （３）の内訳ですが、アの歳出予算の増額のうち、（ア）の使用者への広報経費が4,630万

円、（イ）のコールセンター設置に伴う経費は、令和５年12月から翌年３月までの分で470万

円でございます。財源内訳は、表に記載のとおりでございます。 

 また、イの債務負担行為の設定ですが、コールセンター設置に伴う経費で、こちらは令和６

年４月から８月までの分であり、580万円でございます。 

 下水道企画部の補正予算につきましては、以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部の山田でございます。着座にて説明させていただきます。 

 令和５年度下水道事業会計補正予算のうち、下水道施設部所管の補正予算につきまして説明

させていただきます。 

 資料の５ページを御覧ください。 

 ３、浄化センター等包括的維持管理業務委託に関する債務負担行為の設定でございます。 

 １の補正理由ですが、下水道経営の健全化及び業務の効率化を図るため、中央浄化センター

及び南部浄化センターの包括的維持管理業務委託について、現契約である第４期が今年度で終

了し、令和６年度から開始となる第５期の契約手続を今年度中に行うため、債務負担行為の設

定を行うものでございます。 

 ２の補正額ですが、189億3,500万円の債務負担行為の設定でございます。 

 ３の内訳ですが、中央浄化センター等包括的維持管理は、期間、令和６年度から令和10年度

まで、限度額は、消費税及び地方消費税を含み、54億4,300万円に物価及び流入下水量の変動

による増減額を加算した額の範囲内、南部浄化センター等包括的維持管理は、期間、令和６年

度から令和10年度まで、限度額は、消費税及び地方消費税を含み、134億9,200万円に物価及び

流入下水量の変動による増減額を加算した額の範囲内でございます。 

 参考といたしまして、ア、包括的維持管理業務委託の概要でございます。 

 放流水質等によって、要求水準を設定する性能発注を基本といたしまして、主要な業務であ
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る下水処理場の運転、保守点検に加え、電力、燃料、薬品などの調達、軽微な補修、建物の管

理、清掃などの業務を含めた委託方式で、複数年の契約とするものでございます。 

 イ、第４期令和元年度から令和５年度の包括的維持管理委託との比較でございます。 

 左の表は、第５期（ａ）と第４期（ｂ）の差額をａマイナスｂ、税抜き金額で示したもので、

中央浄化センターでは13億6,900万円の増、南部浄化センターでは28億1,000万円の増、合わせ

て41億7,900万円の増となっております。 

 主な増減理由でございます。アの物価変動によるものは、人件費などが25億1,900万円の増、

電気料金などが８億1,600万円の増でございます。また、イの業務内容の拡充は、修繕の一部

追加などによるもので、８億4,400万円の増でございます。 

 右の図は、労務単価及び燃料費調整単価の推移をグラフで示したものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、質疑、意見等がありましたらお願いいたします。吉川委

員。 

○委員（吉川英二君） 一問一答です。公明党、吉川でございます。よろしくお願いいたしま

す。議案番号順でいきたいと思います。 

 まず、議案第89号、都市局の資料でいうと、２ページになります。補正予算の千葉マリンス

タジアムの屋根梁等塗装修繕についてでございます。 

 現在、これ建て替えもしくは大規模改修の議論が検討されていますけれども、その前提の上

での今回の塗装梁修繕になりますけれども、残り10年程度という限られた供用期間と、それと

コストの面ですね、いわゆるコストの面と、今回の修繕箇所に関しては、市民の方が利用する

エリアですので、いわゆる安全面と。このコスト面、安全面の両面からどのように考えるのか

という市の考えについて、お答えをお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 都市局次長。 

○都市局次長 次長の岩田でございます。 

 マリンスタジアムは、現在、築後30年を経過しています。現在、将来のあり方を含めて検討

を始めたところではございますが、今後10年程度、現在のスタジアムを継続して利用すること

を見込んでいます。 

 したがいまして、その間における利用者の安全ですとか、プロ野球として興行していますそ

のための機能の保持に関わるような修繕について、調査を踏まえながら、その修繕等の範囲を

精査しつつ、実施していくというような予定としております。 

 以上でございます。 

○委員（吉川英二君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 では、次に、資料３ページですね。これも補正予算のいわゆる管理用車両のダンプトラック

の更新です。昨日質疑もあって、千葉市全体としては14台というふうにお伺いしております。

今回は花見川区と稲毛区なんですけれども、この区以外の更新状況について、お答え願います

でしょうか。お願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部長の小川でございます。 
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 花見川、稲毛、要は花見川区と稲毛区以外の公園緑地事務所における近年のダブルキャブの

更新状況につきましては、令和４年度予算におきまして、緑公園緑地事務所のほうで１台更新

をしております。 

 以上となります。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） それ以外は、今後、随時更新していくということで理解しました。あ

りがとうございます。 

 じゃあ、同じ議案第89号ですけれども、今度は建設局の資料３ページ、電力価格高騰に伴う

増額補正、浄化センターですね。浄化センター等包括維持管理業務委託の電気料金高騰分に関

してなんですけれども、この参考の根拠の部分で、燃料費調整単価とあるんですけれども、こ

の算出方法について、お答え願えますでしょうか。一部結構この算出方法が分かりにくいとい

う声もいろいろあるみたいなので、この算出方法をお答えください。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課の香取でございます。 

 燃料費調整単価につきましては、原油等の燃料のそれぞれの３か月間の貿易統計価格に基づ

きまして算出しました平均燃料価格というものがございまして、そちらと過去の貿易統計価格

によって別途設定しました基準燃料価格というものとの差額に基づき、算定されております。

平均燃料価格が基準燃料価格を上回ると、燃料費調整単価がプラスという形で調整されるとい

う算式になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます 

 では、それに関して、計算は理解したんですけれども、この調整単価価格の価格に応じて加

減するというふうに書いてあるんですけれども、実際今、価格変動が結構激しくなっていると

思います。今、算出方法は３か月というのがあったんですけれども、価格が料金に変動される

までのある程度時間がかかると思うんです。今の算出方法で、そのタイムラグに関してはクリ

アできているのか、もしくはそれ以外にこのタイムラグに関してお考えがあれば、ちょっと教

えてもらえばと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課、香取でございます。 

 おっしゃるとおり、単価自体は、反映までに若干タイムラグがある状況でございますが、単

価は、電力会社のほうから実際に適用される月のおおむね２か月程度前に公表されております。

したがいまして、その直近の単価ですとか、あるいはその推移も踏まえながら、必要な予算の

確保をいたしまして、実際の執行に支障のないように努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 そうしましたら、次、資料４ページですね。これも下水道使用料金改定の広報に関する歳入

歳出予算の増額及び債務負担行為の設定で、いわゆるコールセンターの部分です。イのコール

センター設置期間、令和６年４月から８月とあるんですが、この８月までやる理由について教
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えてください。 

○委員（吉川英二君） 経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課、香取です。 

 ４月１日の使用分から新しい使用料が適用されることになるわけでございますが、実際に検

針と請求をするのが２か月単位で行っていると、２か月ごとに行っているという実態がござい

ますので、その関係から、使用された全ての期間の分が、新しい料金になるのが８月の請求分

からということになってございます。したがいまして、それまでは、適切に料金の変更につい

て問合せに対応できるように、８月までとしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 では、最後、次の資料５ページ、浄化センター、同じですね。これはだから、補正予算の分

なんですけれども、一番下のウの主な増減理由のところで、人件費と電気料金があります。特

にこの人件費のところで、30％アップとありまして、かなり高い数値だなと思うんですけれど

も、この数値の根拠について、お答え願います。 

○委員長（松坂吉則君） 南部浄化センター所長。 

○南部浄化センター所長 南部浄化センターの久野でございます。 

 主な増減理由の人件費等とさせていただいておりますけれども、この30％増額につきまして

は、人件費のほかに専門点検に含まれる部品代、あとは、薬品代等の増額も含まれた数字とな

ってございます。 

 数値算定の根拠についてでございますけれども、積み上げしている電工労務単価については、

千葉市の積算基準を用いて、その他専門点検等は、専門業者への見積りを徴して価格を設定、

薬品等については、特別資材調査を用いまして価格を算出しております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） ちょっといいですか。それ、今質問で人件費の部分は出ないんです

か。人件費の部分をお聞きになったでしょう。 

○南部浄化センター所長 人件費30％のうち、右側のグラフ、電工単価で申しますと、５年前

の単価からしますと、約19％の増加となっています。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○委員長（松坂吉則君） 次、亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 一問一答でよろしくお願いいたします。そんなに難しいことは聞きま

せんので、よろしくお願いします。 

 まず、都市局のほうで、議案第89号でマリンスタジアムの件がありました。塩害ということ

で、中身については理解をするところでありますけれども、構造的に起こりやすい場所という

ことで理解しておるんですけれども、ということは、定期的にこの部分あたりというのはそう

いうものが起こって、定期的にやってらっしゃる工事なのかということをちょっと確認してお

きたいと思います。 
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○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野でございます。 

 マリンスタジアムにつきましては、年１回の点検を行うとともに、今回のような塗装修繕に

つきましては、過去、平成16年に１度、それから、令和２年に、大規模改修の際に部分的では

ありますが、１度行っておりまして、今回の修繕箇所については、塗装２回目となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。過去もやっているということで、そんなに頻繁にある

ものではなくてということで、分かりました。 

 それから、先ほど吉川委員のほうからもありましたけれども、今後10年ぐらいはかけて、あ

り方の検討と同時並行で進めていくということなんですけれども、10年の間でちょっと、とは

いえ改修が必要な部分というのも当然あるかと思うんですけれども、現段階でちょっとこの辺

というのがあれば、分かる範囲で教えていただける、確認しておきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野です。 

 屋根の塗装修繕につきましては、今年度のほかに、来年度におきましても、もう一度、また

今度は三塁側の内野側のスタンド上の屋根を修繕いたします。そのほかにつきましては、先ほ

ど次長のほうから答弁させていただいたように、調査をかけまして、精査の上、必要な箇所を

見極めて修繕を行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。残りの部分を来年でということで、あとは、見極めな

がらということだと思いますので、その辺は、あり方の検討も同時だと思いますけれども、必

要かつ適切なところで進めていっていただければと思います。 

 じゃあ、都市局は終わりにします。 

 そしたら、建設局に入りまして、下水道の改定ということで理解をいたしております。大体

これまでも４年ごとに改定されているかなということで理解をしているところですけれども、

今回、電気代の高騰であるとか、コロナの影響の使用料の減ということで、一つ大きな理由と

いうことであるんですけれども、だとすると、これは全国的なものなのかということですね。

ほかの自治体とか、やっぱり同じような状況かなというふうに思うんですけれども、その辺は

ちょっとどうなのかということの全国的などういう方向なのかということが分かれば、確認さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課、香取でございます。 

 各市の状況がそういう意味でコロナの影響がどの程度あったかというのは、詳細には把握し

ておりませんが、統計で申し上げますと、令和元年度以降、新型コロナウイルスが流行した後、

おおむねどの政令市も使用料収入は、そのときに比べて減収しているという傾向にございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 
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○委員（亀井琢磨君） そうすると、やっぱり全国的なほかの自治体も影響があるのかなとい

うことで、見ていきたいなというふうに思っております。 

 それから、ちょっと細かい話なんですけれども、先ほどコールセンターの話がありまして、

広報周知に努めていただければと思うんですけれども、コールセンターというのは、結構今ま

での改定のときも設置していらっしゃるのかということと、結構これはかかってくるものなの

かという、その辺の需要部分はどうなのかということを確認しておきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課、香取でございます。 

 およそ10年前に、平成26年に使用料改定いたしましたが、その際もコールセンターを設置し

ておりました。また、直近で申し上げますと、昨年度、下水道使用料の減免をしたところでご

ざいますけれども、その際もコールセンターのほうを設置させていただきまして、昨年度の減

免した際の実績で申し上げますと、おおむねコールセンターのほうに1,000件程度のお問合せ

をいただいていたという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。毎回設置しているということで、ある程度かかってく

るということですので、その辺はかかってきましたら、ぜひ適切に対応いただければと思って

おります。 

 それから、今回、非常に財政が厳しいというようなこともあるんですけれども、今、中長期

計画とかも示されておりますけれども、今後の本市の下水道の経営とか、あるいは設備の更新

等々がたくさん控えていると思うんですけれども、その辺の影響はどんなふうに現段階で見て

おられるかということを確認しておきたいなと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道企画部長。 

○下水道企画部長 下水道企画部でございます。 

 経営の状況ですけれども、やはり先ほど話がありましたように、やはり料金の収入の減収が

ちょっとまだ続いているところであります。ただ、今後ですか、５類に変わったことで徐々に

増えてくるんじゃないかという見通しをしておるところで、一般家庭等についても、徐々にで

すか、当初、コロナのときは増えたんですけれども、やはり出かけるようになって減ったりと

かしていますので、収入については、徐々に増えてくるというふうに認識しております。考え

ております。 

 また、事業等についても、コスト縮減をしっかりと図って、安定した経営に努めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） その計画していた更新等々がちょっと少し後ろになってしまうとか、

その辺というのはどうなんですかね。その辺、ちょっと確認させてください。 

○委員長（松坂吉則君） どうぞ。 

○下水道企画部長 そこにつきましては、やはりしっかりとですか、優先順位等を見定めた上

で、事業の優先順位をしっかりつくっておりますので、多少やっぱり今回の見直しにおきまし
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て、後ろへ下がっている部分というのもあるんですけれども、その辺はしっかりと、修繕等も

しっかりやりながら、延命化を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。その辺もしっかりやられていくということで、決意を

伺いましたので、非常に大変な時期だと思いますけれども、引き続きの取り組みをお願い申し

上げまして、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でお願いします。 

 質問がかぶったところはちょっとやめますけれども、まず、議案第89号のマリンスタジアム

についてなんですけれども、来年度は三塁側を行うということで、それ以降については、調査

を行った上でということで、大きな修繕が必要なところは、また議会にかかるということでよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 来年度調査を行って、また必要な箇所は見極めていくんです

が、その際に予算措置が必要になってまいりますので、改めて御説明をさせていただくことに

なると思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 じゃあ、次に公園維持管理事業のダンプトラックの購入の件ですよね。現在、今議会の環境

局のほうでハイブリッド車を購入するというのを聞いているんですけれども、現在、公園緑地

事務所で保有しているダンプトラックの台数だとか、今回取得するダンプトラックの環境性能、

また、今後の配備についてお聞かせください。 

○委員長（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部、小川でございます。 

 まず、現在、各公園緑地事務所のほうで所管している、現在、今回出させていただいたダブ

ルキャブと同じ同種のトラックの台数につきましては、４事務所で合計９台となっております。

そのうち２台につきましては、今回の更新等の関連もありまして、今年度中に２台は廃止する

予定になっております。 

 また、次に、環境性能のほうについてなんですが、まず、現行の燃費基準と比較しまして、

トラックで約13.4％の基準強化というのが基準になっているようで、2025年度の目標値、目標

年度とする新燃費基準値というものは、リッター当たり7.63キロメートルというものに適合す

るものでつくられて、製造されていくというふうに伺っております。 

 また、最後に今後の配備状況につきましては、車両の老朽化等に応じまして、適宜更新等の

対応を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上になります。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 じゃあ、次に、議案第93号の下水道事業の補正予算のほうでありますが、今回、まず最初の
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電力価格高騰に伴う歳入歳出の増額補正なんですけれども、実際にこれ一般会計からの繰入れ

を行わなかった場合の改定率の影響について、伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経営課長。 

○下水道経営課長 下水道経営課、吉井です。 

 一般会計からの繰入れを行わない場合になりますと、資金不足額は約19億円になりまして、

これを賄う改定率につきましては、約7.3％となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） そうすると、その7.3％を一般家庭でこの改定率そのままやった場

合は、幾らぐらい増えるということですかね。あと、100号との関わりもありますけれども。 

○委員長（松坂吉則君） それは平均のことを聞いている。 

○委員（佐々木友樹君） そうです。平均。 

○委員長（松坂吉則君） 平均だって。 

○下水道経営課長 約7.3％となった場合、一般家庭は大体20立米使っているということを言

われていまして、その価格でいきますと、今現在、2,035円が7.3％値上げで2,177円になりま

す。そうしますと、約142円の月当たりの値上げになるということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） ちょっと補正予算だけ先にやってしまいますね。 

 浄化センターについてなんですけれども、これまで導入してから同じ事業者が受注されてい

ると思うんですけれども、今後、新たに参入できるというか、参入できるような事業者がいる

のかということで、伺いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 南部浄化センター所長。 

○南部浄化センター所長 第５期はこれから入札するんですけれども、入札に関しましては、

ＷＴＯ一般競争入札を予定してございます。あと、入札の参加資格要件ですね。こちらも複数

社参加可能な資格要件を設定するということで、競争性を確保していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） でも、実際には１社しか多分受注していないと思うんですけれども、

今後、複数できるようにとは思いますけれども、安全にということで今の事業者がやっている

と思うんですが、あと、この債務負担行為の中で、電気代のコスト削減を行った場合の受注者

の利益となるんでしょうか。お願いします。 

○委員（佐々木友樹君） 南部浄化センター所長。 

○南部浄化センター所長 委託上の中で受注者が行ったコスト削減につきましては、受注者の

インセンティブとなる契約としてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 
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では、次に議案第100号の使用料の改定の関係で、昨年度、新型コロナの影響を受けて、10月

から４か月間、下水道使用料の減免が行われたと思うんですけれども、その金額と財源につい

て、今回実施する使用料の改定による市民への影響についても伺いたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経理課長。 

○下水道経理課長 下水道経理課、香取でございます。 

 昨年実施しました減免の実績でございますが、まず、１世帯当たり４か月間で最大3,200円

減免いたしましたが、その減免の総額といたしましては、約14億4,400万円となっております。

また、財源につきましては、国の新型コロナウイルス感染症地方対応、地方は地方創生臨時交

付金を活用した一般会計からの繰入金としてございます。また、今回の使用料改定によります

使用者への影響額、負担をお願いする額でございますが、5.4％で約14億円ということでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。前回減免した減免の総額でいうと14億ということで、

今回２年間で総額14億円の市民への影響ということで、２年間でこの部分を取り戻すというよ

うな形になるような形になっているんですけれども、前回の減免についても評価はするんです

けれども、今度は年間、２年間通じて市民に負担を強いるものということで、やっぱり今、物

価高騰が本当に大変、もちろんこの下水道事業を運営するのも大変というのは分かるんですけ

れども、この高騰の中で市民に追い打ちをかけることにならないんでしょうか。お答えくださ

い。 

○委員長（松坂吉則君） 企画部長。 

○下水道企画部長 下水道企画部でございます。 

 今回の料金改定におきましては、まず、企業努力としまして、コストの縮減などをしっかり

と行った上で、物価高騰における市民生活への影響を考慮しまして、電力価格高騰分における

影響については、一般会計から繰入れを行うということにより、これによりまして、できるだ

け改定率を抑えた上で、必要最小限の負担をお願いしているところでございます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。分かりましたというか、一般会計からの繰入れは、

今回補正予算のほうで組まれていることについては、これは努力として評価するんですけれど

も、やっぱり今これだけ物価が高くなっている中で、この負担を２年間かけて強いるというこ

と、その後も恐らく下水道の更新に関わって、様々お金が足りなくなるということも言われて

いるので、やっぱりそこを何としても軽減していくために、一般会計からの繰入れをさらに行

って、負担軽減をしていくことこそ必要じゃないんでしょうか。お答えください。 

○委員長（松坂吉則君） 建設局長。 

○建設局長 下水道事業につきましては、原則独立採算ということでございまして、本来資金

不足については、使用料で賄うべきというものでございます。そんな中で、一般財源も厳しい

中ではございますが、資金不足を補うこの使用料改定につきまして、初めて改定率の抑制を目

的とした繰入れを行いまして、私どもで最大限努力して利用者の負担軽減を図っているという

ことでございます。 
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 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） その努力は認めているわけなんですけれども、本当にこれだけ負担

が様々なところで出ている中で、下水道使用料を来年度から値上げをするということにはなる

ので、やっぱり利用者、今おっしゃっていた負担軽減をさらに図っていただきたいということ

は、述べておきたいと思います。この議案の100号については、市民に負担を強いるというこ

ともありますので、賛同はできないということで、意見は述べさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 一問一答です。 

 議案第89号のマリンスタジアムの件ですけれども、先ほど亀井委員から何回目になるのとい

う答弁もあったので、２回目ということなので、関連して、どのくらいのサイクルで塗装が行

われているのかということをちょっと教えてください。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野です。 

 まず、開設が平成２年になりまして、次の屋根塗装修繕が平成16年になります。２回目の大

規模改修が令和２年であったことから、それぞれ１回目の塗装修繕が開設から14年後、それか

ら、令和２年の塗装修繕が16年後ということで、おおむね15年サイクルで行ってきている状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） そうすると、もう今度建て替えるということにもなっていますので、

以後はもうないというふうに考えていいですか。10年後ぐらいだから、建て替えるのが。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野です。 

 そうですね。今回、塗装修繕で使用しようとしている塗料が、おおむね15年程度の耐用年数

を持っているということで、そういった塗料を使うことになりますので、次、現スタジアムの

塗装修繕が必要になるとすると、15年後以降というような想定をしております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 野球場のあそこも風もすごい強いんですよね。そういうふうに聞いていますけれども、そん

な海っぺりなので、球場の屋根の塗装ということなので、工法とか使用材料とか、何か特殊な

ものというのはあるんでしょうか。ちょっと特徴とか、何かあれば教えてください。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課運営調整担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野です。 

 やはりちょっと塩害を受けやすい地域ということもございますので、耐候性のある塗料を使

用することとしております。それから、塗料以外に、マリンスタジアムについては、非常にプ

ロ野球興行を行う施設でございますので、非常に短い期間で施工を完了させなければならない
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というような事情がございます。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 さびにくい塗料と私聞いたことがありますけれども、バンジーだとか、何かそんなのを聞い

たことがあるんだけれども、何かそういったさびにくい塗料という点では、工夫しているとこ

ろはあるんですか。 

○委員長（松坂吉則君） どうぞ、担当課長。 

○公園管理課運営調整担当課長 公園管理課の佐野です。 

 今回の修繕で使用しようとしている塗料なんですけれども、フッ素系塗料ということで、先

ほど申し上げました耐候性のある塗料を使用することとしておりまして、ちなみに令和２年の

塗装修繕のときには、セラテクトというような商品を使って塗装を行っておりました。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 理解しました。 

 それでは、次、動物公園の議案第89号、第92号のほうですけれども、空調設備の改修がメイ

ンのようなんですけれども、この改修の必要性、例えば壊れたのか、予防的になのかという、

そういう改修の必要性というのはどういう点であるのか、ちょっと聞かせてください。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 今回の改修対象設備は、1985年の開園以来、大きな修繕をしたことがなくて、もう40年間使

っておりますので、老朽化が進んでいるということで、改修を行うことにいたしました。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） ありがとうございます。 

 何かこれリニューアル、動物科学館のリニューアルの一環のように感じるんですけれども、

議案第103号のほうでも説明があるのかもしれませんけれども、リニューアルの全容というの

がもし説明できる範囲で、説明してもらいたいんですけれども。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 動物科学館は、動物飼育展示施設や学習施設、便益施設を複合的に取り込んだ施設であって、

また、複雑なインフラ設備を内包しているため、段階的整備が必要でございます。今回は、学

習展示施設の改修を主体にしておりますが、これに影響を受ける一部のインフラ設備である空

調並びに消防設備の部分について、更新を行います。 

 インフラ等の保全的リニューアルとしては、トイレ改修のほか、全員に関係する大型受変電

設備の交換、屋上防水の改修などが既に終了しておりまして、引き続き適切な保全に取り組ん

でいきたいと考えています。 

 機能向上的リニューアルについてですが、温室構造のバードホールを含む動物飼育展示施設

の改修が残っておりますが、引き続き魅力ある動物展示施設改修の計画を立案し、実施してい

きたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 理解いたしました。 

 補正予算については、賛意を示して、私の質問を終わります。 

○委員長（松坂吉則君） 守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） 一括というか、もう感想を述べるのみでございます。 

 もうこの物価高騰のタイミングが悪いというか、新庁舎はぎりぎり何とかというところで、

あと、ほかの修繕にしても非常にタイミングが悪い時期だなというところでは、私もそういう

状況を理解するところであります。 

 先ほどよりありました塗装についてなんですけれども、私ちょっと専門的にやっていたこと

がありまして、さびは、あれ結局屋根でも、風が強くて何かものが当たっちゃって、傷ついた

らそこからさびるから、極論、何塗っても一緒というのもなきにしもあらずなので、要は定期

的に本当に変な話、５年、10年じゃなくて、本当１年、２年置きに安い塗料でもいいから塗る

というのが一番効率的といえば効率的なので、向後委員おっしゃったようにバンジーというの

もありましたけれども、結局それもそれも理屈は一緒で、鉄骨にものが飛んできて、傷がつい

てしまったら、そこで何塗っても一緒というところがあるので、本来であれば、しつこいよう

ですけれども、短期間、定期的に塗っていくというのは、塗装のさびない維持の方法というと

ころもあるので、そういう意味では理解するのと、あと、場所が悪いというか、屋根の上とい

うことは、これ足場を組まなきゃいけないので、これ足場がやたら高いんですよね。塗装その

ものはそんな高くないんですけれども、足場を組むのが高いというので、もうこのさびた場所

が悪いなという、本当にそういう意味では、同情する感じなんですけれども、佐々木委員もお

っしゃったように、一番市民が苦しんでいるので、できる限り我々も市民の目線に立った、そ

ういうことをやっていければなと思うところであります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） じゃあ、意見としてお願いいたします。 

 それでは、最後に、小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 一問一答でお願いします。 

 建設局のほうの８ページですけれども、平均的な使用量は20立方メートルで合っていますか、

まず。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道経営課長。 

○下水道経営課長 一般的に使われている使用量というのは、20平米と言われております。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） それから、２問目ですけれども、よく東京とか埼玉とか神奈川から

来た人たちが、千葉に来たら水道料金、下水道料金がすごく高くなったという話があるんです

ね。でも、これを見ると、全然高くないわけですよ。その理由というのが、ちょっと私は引っ

越してきた人が所帯を持って、一戸建てとかになる人が多いから、そういうことなのかなと思

っていたんですけれども、その中で佐々木委員が先ほど質問されていましたけれども、２億

1,000万円を入れなかったらどうなったのかとか、あとは、前後で14億円の影響額があって、

かといって、これコロナの交付金もありますので、先に入れなければならなかったわけなんで
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すよ。 

 そこで、お伺いするんですけれども、先ほど出ていましたけれども、浄化センターのほうで

他社ができるのかというのはあるんですけれども、この下水道業務全体を例えば今水道なんか

では、民営化したらどうだという話も中には、法律に関わって出ているんですけれども、今下

水道の事業自体をそういう検討とか話が出ているなんてことはないのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部でございます。 

 全体的な流れとしては、国のほうが全体的なものを委託にかけるという流れは、あることは

あります。ですが、千葉市といたしましては、まだそういったもの全体をやるのではなくて、

業務の一部を委託していくという形を取っております。ですので、今回の包括委託につきまし

ても、一定の包括することによって良好な水質が保たれているとかはあるんですが、主要な業

務につきましては、従前来、我々の業務として職員がやっていくという形を取っております。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 先ほどの話と実はこれで、何でわけ分かんないことを聞くのかなと

思ったと思うんですけれども、政令市を見ても、他県内、他市を見ても、そんなにおかしな経

営をしているんじゃないと思うんですよね。であれば、水道や下水道を民営化するよりは、こ

れ本来であれば、値下げしてもらったほうがいいんですけれども、少し上がってしまうのは仕

方がないのかなと。この形態を守っていただくことが一番大事だということを申し上げて、我

が会派としては、賛意を示させていただきます。他の議案も、今出たこの案件につきましては、

賛成させていただきます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、御質疑、意見等出尽くしたようなので、これから採決い

たしたいというふうに思います。 

 お諮りいたします。議案第89号・令和５年度千葉市一般会計補正予算中所管を原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、お諮りいたします。議案第92号の令和５年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算

を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、お諮りいたします。議案第93号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算を原案

のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第100号・千葉市下水道条例の一部改正についてを原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） これは賛成多数ということで、よって、議案第100号は原案のとお

り可決されました。 
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 それでは、説明の入替えをお願いいたします。御苦労さまでした。 

［建設局退室、都市局入室］ 

 

議案第99号審査 

○委員長（松坂吉則君） 続きまして、議案第99号・千葉市都市公園条例の一部改正について

を議題といたしたいというふうに思います。 

 当局の説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 都市局でございます。 

 議案第99号・千葉市都市公園条例の一部改正につきまして、公園緑地部長より御説明させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

 議案第99号・千葉市都市公園条例の一部改正について説明をさせていただきます。着座にて

失礼いたします。 

 都市局議案説明資料の５ページをお願いいたします。 

 １、改正の趣旨ですが、民間活力を導入した千葉公園賑わいエリアの整備に伴い、千葉公園

集会所、好日亭は、今後、民間事業者が飲食店として活用する予定であることから、条例で定

める有料公園施設から除外するものでございます。 

 ２、改正の内容ですが、１点目としましては、有料公園施設を規定する別表２から千葉公園

集会所の項を削除いたします。２点目としましては、有料公園施設使用料を規定する別表８か

ら千葉公園集会所の項を削除いたします。 

 ３、施行期日は、公布の日からでございます。 

 ４、改修概要ですが、（１）施設概要、（２）改修期間、（３）運用開始については記載の

とおりで、令和６年春の運用開始を予定しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 参考としまして、賑わいエリアにおける官民連携事業の概要を記しております。 

 事業コンセプトは、「いつでも だれでも くつろげる”わたしの芝庭”」、事業者は大和

リースグループでございます。 

 主な施設としましては、面積約8,000平方メートルの芝生広場、公園情報発信センター、飲

食店、トイレ、屋根つき広場、パンプトラック、駐車場で、事業期間は約20年間でございます。 

 ７ページ、８ページは、新旧対照表でございます。 

 千葉市都市公園条例の一部改正についての説明は、以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 一問一答でお願いいたします。 

 昨日、議案質疑で共産党さんが出ていたので、ちょっと重なっちゃうところがあるので、ち

ょっと一応重ならないように配慮はしたいと思います。 

まず、そもそも好日亭なんですけれども、どのような設置目的で建てられて、どのような歴

史をたどってきたのかということをちょっと伺いたいと思います。 
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○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 こちらの千葉公園の好日亭でございますが、昭和63年７月に今の場所に木造で再建築をされ

た状況でございます。当初目的は、本格的なお茶会や集会などに利用できる書院造りという形

で、日本文化への理解を深める活動の場として施設を整備したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 再建築ということは、それ以前もそういうものがあったということな

のかということと、併せて伺いますけれども、最近の利用実績を伺いたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 その前の状況について、緑政課から御報告させていただきます。 

 その前は、モノレールが建設する前に、今のモノレールの橋脚の位置に好日亭がございまし

たので、それを移築するということで、再建築がなされたというふうに記録されております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 最近の利用の状況でございますけれども、平成30年度から令和４年度まで、過去５年間にお

けます利用実績といたしましては、目的別でございますけれども、コスプレーヤーの撮影、こ

ちらがおおむね50％、最も多くございます。次いでお茶会がおおむね30％になってございまし

て、そのほかには、お香会や舞などの利用がございました。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） その辺は昨日も出ていたので、日本文化ということと、最近はコスプ

レということで、そういうものも増えているというような状況が分かりました。 

 そういうこれまで文化的な要素を担ってきた部分があって、大事な建物かと思うんですけれ

ども、今回これ民間事業者にということなので、今後これ建物はどうなっていくのかというこ

とと、そのコンセプト、今までそういう日本文化の発展とか、そういうことがあったかと思う

んですけれども、その辺はどう考えていらっしゃるのか、伺っておきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 今後、建物につきましては、千葉市がそのまま建物は所有をいたします。管理許可という制

度で、中身を少しリノベーションしていただいて、活用いただくというのが実態でございます。 

 また、当初のコンセプトでございますが、施設の集約化という経営の観点もございますので、

いのはな亭なり、稲毛海浜公園の海星庵、さらには、県立幕張海浜公園の松籟亭といったとこ

ろで、お茶の機能というのは継続されるのかなというふうに考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 建物は市ということなんですけれども、リノベーションがあるという

ことなので、それはどの程度までできるのかということですよね。例えばリノベーションだか

らあれですかね。どの程度手を加えられちゃうのか、全く建物自体が変えることも可能である
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のか、その管理許可というような話もありましたけれども、その辺も含めてお話しいただけれ

ばと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 実は、まだリノベーションの詳細については、民間事業者と協議を進めている状況でござい

ます。ただ、建物の再利用の範疇でございますので、そう大きくは変わらず、今の和の雰囲気

は継続してお使いいただけるというふうな方向性については、伺っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。その辺は、雰囲気は残すということで分かりました。 

 ただ、全くその建物自体を変えるということはできるんですかね、この制度上。ちょっとそ

こは確認しておきたいと思うんですけれども。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 すみません、建築基準法に完全に明るい状況でございませんが、基本的には建築基準法の範

疇の中で、梁なり構造なりは残しながら、一定の範囲でのリノベーションというのは、可能と

いうふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。その辺は、また一般質問もありますので、その辺はま

た違うところで聞きたいと思います。 

 全然別なんですが、これからどういうふうな形で運営が行われていくかということが気にな

るんですけれども、その辺はまだ発表されていない部分もあるから、お答えしづらい部分もあ

るかと思うんですけれども、カフェとベーカリーということで、現在、多分入るであろう事業

者さんが、敷地のすぐ隣でベーカリー、パンか何かやっていると思うんですけれども、それが

そのまま横滑りするというような理解でよろしいのかどうかということを伺って、全然違うも

のが来るのか、ちょっとその辺はいかがなんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 今のパンの想定は、レコーズさんのことで。 

○委員（亀井琢磨君） そうです。 

○緑地部長 今のところ、民間事業者から聞いておる出店予定の店舗は、レコーズさんの方と

は違う方を今選定されて、レコーズを経営される会社のほうもこの大和リースグループに参画

していただいておりますので、そういった調整はなされているというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 具体名が出ちゃいましたけれども、その辺のパンはなかなかちょっと

値段もするということで、なかなか地元の人も最初は物珍しくて行くんだけれども、なかなか

今どうなのかなというのがあって、今度ここはカフェとベーカリーが入る、市の施設なので、
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その辺の値段の設定とか、その辺がどうなのかな。それがそのまま来るのかなというのは、ち

ょっと想定をしていたので、ちょっとあれなんですけれども、その値段設定とかその辺は今の

ところどのような協議をされているのか、伺いたいと思います。分かる範囲で構いません。済

みません、細かいので。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 まだ詳細な各店舗の事業計画等については、まだ民間事業者が民々で検討している状況でご

ざいますので、千葉市には、これからというのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。ちょっと細かい話になりましたので、その辺は、今後

地域のほうも期待をするとともに、注視するところですので、こちらもしっかりまた注視して

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でお願いします。 

 亀井委員からあった施設の利用実績のほかに、今後この好日亭を改修して飲食店、カフェ・

アンド・ベーカリーという形で整備をされるんですけれども、これまで利用されていた市民、

団体への意見聴取を行ったと思うんですけれども、どんな意見があったんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 こちらにつきましては、今年の３月30日に千葉市の生涯学習センターにおきまして、千葉公

園の賑わいエリアに関する地域住民説明会を開催いたしました。好日亭のカフェ・アンド・ベ

ーカリーの利用計画につきましても、お知らせをしております。その中では、抹茶を提供して

ほしいといった、サービスの充実に関する御要望をいただいております。 

 なお、好日亭の利用者の方々に対しましては、集会場といたしましては、利用が８月末で終

了する旨を今年の２月から周知をさせていただいている次第でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今の御答弁の中で、抹茶の提供をしてほしいという意見が出された

ことについて、民間事業者に対して何か伝えていることとかありますか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 住民説明会には、民間事業者の大和リースグループも参画しておりますので、十分認識して

いるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） あと、好日亭の周りも含めてですけれども、今回、賑わいエリアを

整備するということで、樹木も伐採されると伺っておりますが、どの程度の伐採がされるのか

ということと、自然だとか動植物への影響については、どのように考えていますか。 
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○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 今回、旧野球場を中心といたしました賑わいエリアの整備におきましては、混み合った樹木

の間伐などといった形で、約170本の伐採を今予定しております。その後に、約8,000平米の芝

生広場や、樹木を観察できるような駐車場の整備、四季の彩りを創出する新たな植栽などを行

いまして、緑に囲まれた心地よい空間づくりに取り組んでまいりたいと考える次第でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 樹木もこれからまた植え直すという形で、それが育つまで結構時間

かかるんじゃないかなと思うんですけれども、整備をする内容については分かりました。 

 今回、この賑わいエリアを整備するということなんですけれども、ちょっと私、過去の経過

をよく知らないんですけれども、今回のこの賑わいエリアの整備というのは、Ｐａｒｋ－ＰＦ

Ｉ制度によってつくるものなんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 都市公園法に基づくＰａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用して、実施いたします。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 実際には、民間事業者が公園の整備を行っていくということで、今後20年間、収益施設が運

営でできるのかという、それも疑問もあるんですけれども、市域住民や市民にとってもメリッ

トはあるんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 こちらのほうは、事業者の方にも市が令和元年度に策定いたしました千葉公園の再整備マス

タープランを理解いただきまして、事業収支などを勘案いただいて、千葉市における新たなに

ぎわいや魅力を創出する空間づくりを御提案いただいたというふうに考えております。また、

緑に囲まれました木造平屋建ての和の雰囲気を継承される空間において、飲食を楽しむことが

できるような店舗といたしまして、新たなサービス等を御提供させていただくものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今後、好日亭の改修も含めて、この公園のエリアについては、もう

第１回定例会ですか、財産の取得で今後粛々と進めていくんじゃないかなとは思いますけれど

も、やっぱり公園という公の公園の中で、果たして本当に収益施設が今後20年間運営できるの

かなということもありますし、やっぱりインフラの部分は、千葉市が負担していくわけですよ

ね。ですよね。 

 ですので、市民の税金を使って、民間がある意味、さっきパンの料金設定とか、まだ明らか
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になっていないというんですけれども、既に形は違えど、稲毛海浜公園なんかも料金設定、か

なり地元の方からすればちょっと高いというか、高過ぎるんじゃないかなという。やっぱり経

営が成り立たないと、民間の収益が上がらないと、やっぱりその民間にもかなり影響が出てく

るので、そういう意味では、やっぱり高い料金設定にならざるを得ないんじゃないかなとは思

いますが、結論から言うと、第１回定例会でも私どもこの財産の取得については反対をしてお

ります。 

 そういう意味では、やっぱり公の公園は、しっかりと千葉市が整備していくことが必要だと

いうことを述べて終わります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） じゃあ、石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） 一問一答です。 

ちょっと聞かせてください。これは、先ほどこの建物の内容について説明いただき、和文化

ということで説明があったんだけれども、これの達成というか、どのぐらいのあれがあったの

か、実績みたいなのがあったら教えてください。まず最初に、それを１点お聞きします。 

 何で聞いたかというと、結局、今までずっとあれをやっていたけれども、我々が意識的に見

たわけじゃないんだけれども、あそこを使用して、日本の文化、茶道だとか、そういうのをや

っているとか何とかというのはない。私なんかの記憶にあるのは、あそこで当時のミヤウチさ

んとかああいう人が、あそこの好日亭でやった記憶しかあまりないわけよ。 

 だけれども、この建物の目的は、日本文化の継承とか、そういう意味合いの話をしているか

ら、それについて、千葉市としては検証したことがあるのかないのか。ないから、今度はこう

いう事業に転換をするんだよというようなことなのか、ちょっとその点だけ、まず１点。 

○委員長（松坂吉則君） 都市局長。 

○都市局長 あの場を活用して和の文化というものを広めていったのか、あるいは活用してい

ただいたのかという部分は、先ほど課長が申し上げましたように、お茶会、そして、舞などで

は一定程度の利用がございます。かつその利用者というものは、活動されている団体というも

のが恒常的に使っているような状況もありましたので、そうした部分では、この建物の役割、

全部が和の文化の継承云々かんぬんでないですけれども、一定程度役割を果たしてきたという

ふうに考えてはおります。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） ありがとうございます。 

 そういう意味合いで、今回大きな事業転換をなさるということで、今まではあそこの利用者

で聞こえてくるのが、簡単な休憩所というのかな、喫茶店、こういう今のようなのがないとい

うような、こういう一つの話としてあったのは、事実だと思います。 

 それで、ここを利用する人たちがどのような動線を持って、あそこに千葉市としては、市民

を導入させようとしているのか、非常に私は危惧をしている一人なんだけれども、モノレール

をどんどん活用していただいて、あそこに来る、または千葉駅から、西口かな、あそこからあ

の線を市民が、利用者が来るような動線を整備していただければ、より一層この今の事業は成

功するんじゃないかと思うんですけれども、その辺のところはどういうようなお考えになって

いるのか。 

○委員長（松坂吉則君） 都市局長。 
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○都市局長 まず、今回のこの好日亭につきましては、モノレールの駅から至近の距離にござ

います。まず、入り口部分に入っていると思います。やはりモノレールを当然利用していらし

ていただきたいということもありますけれども、今我々は千葉駅を出まして、弁天口までの間

のウオーカブルな空間を整備しようということで、地元の方々と一生懸命取り組んでいるとこ

ろです。やはりおっしゃられるように、動線をいかに整備して、ここに人を連れてくるか非常

に大事だと思っていますので、こうしたモノレールを使うこと、そして、千葉駅からの経路を

含めて整備していくという部分で、動線を確保していきたいというふうに考えております。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） ありがとうございます。 

 それで一つ、これ今度は民間が事業形態としてやるということになると、この事業の収益的

なものは、どのような捉え方をしているのか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 こちらの民間事業につきましては、民間事業者の方々の公募施設を先行的に踏襲いただきつ

つ、そこで発生する利益を公園の運営管理にも反映、先行投資していただくという事業形態に

なっておりますので、そういった形で民間事業者の方々と、この長い20年間の期間、連携を図

っていきたいと考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） それで、事業期間が20年というのは非常に先の見えない、見えるか分

かりませんけれども、今回のようなコロナが起こることによって、この事業がややもすると撤

退をする可能性だってなきにしもあらずだと。この事業者の５社が20年間事業経営として順調

にいっていただくことを我々は願うだけであるというふうに思う。 

 それで、一つの例として稲毛の記念館も立派につくっていただいたんだけれども、もう今す

ごく管理がいいから、あそこの平家の建物なんかも草だらけだよというようなことにならない

ように、やはり民間は事業ベースに合わなければ、当然その辺のところの管理は、手を抜くと

言っちゃ失礼だけれども、３回やるところが２回になるとか、そういう管理体制になるんじゃ

ないかと。それに対して、市との連携がここにかなりうたわれていますので、千葉市としてど

ういうようなこの事業を円滑に、そして、市民がより一層集えるような。芝というのは、私が

素人的に言うわけじゃないですけれども、見た目はいいけれども、今後、手入れがすごくお金

がかかるというようなときに、千葉市としてこの事業の芝生の手入れ、その他についてどのく

らいの費用を入れていくのか、投入するのか、民間企業とどういうふうな割合でやっていくの

か、ちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 まず、芝生の管理でございますけれども、今後、この再整備が終わった後には、

運営管理の部分にも民間事業者の方、大和リースの方々に参加していただいて、千葉市からも

一定の維持管理費をお支払いしつつ、民間からも維持管理をいただきまして、運営管理を実施

いたします。 

 芝生の管理頻度等につきましては、今後の運営管理計画におきまして、きちんと協議してい
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きたいというふうに考えている次第でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 都市局長 

○都市局長 今、御指摘をいただいておりますように、民間事業者ですので、やっぱり収益を

上げなければいけないというのは、彼らも十分承知はしております。収益を上げるためには、

彼らとしてもあの場所に人をしっかりと呼び込まなければいけない。今やはり芝生広場、ああ

いう広い空間というものがこの都市型のエリアでは非常に少のうございまして、そのニーズは、

これは各都市もそうですけれども、非常に高くなっているのかなと。これは、お年を召された

方からお子さんをお連れの御家族まで、どなたでも芝生空間というのは利用ができますので、

そうした部分を捉えて、恐らく事業者はいろんな事業計画を立てていくんだろうなと思ってい

ます。 

 ただ、20年間の間にいろんな社会状況の変化も起きてまいりますので、この部分は、我々設

置管理許可という権限者として、これはしっかり指導していかなければいけないと思っており

ますし、場合によっては、内容的な形態を変えていくとか、そういう協議も行いながら、我々

はあそこだけではなくて、千葉公園全体をどうしていくのかということを考えなければいけな

いと思っていますので、そうした中で、あの公園が都心にある公園としてふさわしいようにし

っかり取り組んでまいります。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） 駅から近く、強いて言えば、昔の我々にとりましては、大切な千葉公

園でありますから、今後より一層考えていただきたいということは切に願います。 

 それで、一つ、この構成企業、かなりの千葉市の公園管理だとか、そういうことをやってい

ただいているわけだよな。それだけは、拓匠については、それで傘のあれをやったりいろいろ、

今のところは自主的にやっていただいていると思うんだけれども、今後こういうような決定事

項になれば、より一層企業はどこがメインでやるのか分かりませんけれども、大和リースとい

うことになっているけれども、千葉市の企業に対して、こういう公園その他の管理について、

かなり多くの数をやっていただいているのはありがたいんだけれども、その辺の千葉市として

の管理指導というのかな、それをしっかりしてやっていただきたいというふうに思うところで

ございます。 

 中心部にいても、これだけ駅から近く、モノレールの駅から近々というようなところの場所

もないわけですから、より一層この事業がやってよかった、また、市民が説明会等をやってい

ただきたいようでございますけれども、これからもよく打合せをしながら、迷惑がかからない

ようにやっていただきたいというふうに思うところでございます。 

 それで、一つお願いなんですけれども、今千葉市は花のあるまちづくりということで検証し

ていますので、せっかくこの8,800平方メートルの芝生の一部にそういう花の手入れをしてい

ただく人を募りながらやっていただきたいと。 

 それで今の大賀ハスのやっているところのあれは、あれはあのままですか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑地課長。 

○公園緑地部長 済みません。今の大賀ハスを作っているハス池及び蓮華亭については、特に

今のところ大きく改修する予定ではありませんので、今の機能をそのまま維持する予定でおり

ます。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 
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○委員（石橋 毅君） そうすると、今度はここに「いつでも だれでも くつろげる”わた

しの芝庭”」にということになると、今度はあそこのハスの開花のときは、より一層市民が来

ると思いますので、事故のないようにしっかり管理をしながらやっていただきたいというふう

に思うと同時に、この件につきましては、目的達成ができることを祈念しまして、賛意を表し

たいというふうに思って、終わります。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 一問一答です。済みません、非常に不理解なもので申し訳ないんで

すけれども、これ昔私が聞いたときに、野球場がなくなってグラウンドゴルフとかができる施

設になりますと、それで、こちらがやられることについては全然問題ないと思うんですけれど

も、そうしたときに、非常にちょっと心配なのが、体育館が元はこの写真でいうと奥のほうに

あったんですけれども、この右側に体育館があるわけですよね。その体育館の利用者がお店を

使うと思ったので、店舗ができればいいなとは思ってはいたんですが、これ５店舗できるんで

すけれども、こんなにやって運営できるんですかねというのが１問目の質問です。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 このたびの店舗を新設で約６棟近く入ってございますけれども、その中には、飲食、さらに

一部物販の関係も入ってまいります。それ以外にも公園の情報発信センターですとか、あとは、

フリースペースといった形ですので、皆さんが成り立つような形で、民間事業者の方は今事業

計画を立てていただいているというふうに理解している状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） ２問目なんですけれども、所有権がこのＡからＦまで６棟になるか

と思うんですけれども、所有権ができるということは、つくるのはもちろん一般事業者だけれ

ども、負担も千葉市がするんですか。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 こちらは民間の建物、公募対象施設になりますけれども、こちらは大和リース様のほうで建

てていただいて、店舗をテナントの方にお貸しになられるという形でございまして、千葉市か

らのここの持ち出し、負担はございません。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） じゃあ、次に撤去費用とかというのは、所有権があるということは、

かかるのかかからないのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 店舗の最終的に10年後の撤去費用という状況かと思いますが、基本的には、民間

事業者の方に撤去をいただくという状況でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） そこが一番心配だったので、安心しました。 

 ただ、先ほど私非常にここに駐車場ができるというので、いいことだなと思ったんですよ。

公園に行く人が車で来た場合、止めるところがないんですよね。そういう意味では、すごくい
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いんですが、逆に芝生広場が8,000平米あるから広いかなと思うんですが、本当にさっき言っ

たグラウンドゴルフ、地域の人があまりにも来て、全然そんなものもできないぐらいになっち

ゃえばいいんですけれども、人がそんなに来なかったときにも、例えば平日とか、平日夜に店

舗はなかなか厳しいと思うんですよ。市役所に食堂が入らないのと一緒で、お店とか事業者と

いうのは、やっぱり平日の昼間だけとか土日の昼間だけで営業するのは、なかなか難しいと思

うんですね。 

 そうしたときに、この駐車場ができたというのはいいんだけれども、平日の昼間来させるた

めには、そういう人が来ないとまずいのかなということと一方に、これロードサイドではない

んですよね。一本道が奥になるんです。ビッグモーターさんの件が今出ていますけれども、視

認性が悪いので、この公園自体の魅力で人が来ないと厳しいのかなと。あるいは綿打池であっ

たり、チップスタードームにいた人のあぶれと、それから、体育館にいた人が今まで御飯を食

べるところのなかったのができるようになるので、そこを非常にうまく構成してもらって、今

のバランスが取れるようなことをこの官民連携でやっていただく事業者の方には、ぜひしっか

りとお話をしながら、この運営に当たっていっていただければありがたいと思います。 

 以上、意見です。反対はいたしません。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、採決に入りたいというふうに思います。 

 お諮りいたします。議案第99号・千葉市都市公園条例の一部改正について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成多数、よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。あ

りがとうございました。 

 

議案第103号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、議案第103号・千葉市動物公園動物科学館学習展示施設改修

業務委託に係る製造委託契約についてを議題といたしたいというふうに思います。 

 それでは、当局から説明をお願いします。都市局長。 

○都市局長 続きまして、都市局でございます。 

 議案第103号・製造委託契約につきまして、公園緑地部長より御説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

 議案第103号・製造委託契約について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 都市局議案説明資料、９ページをお願いいたします。 

 本議案につきましては、動物科学館の学習展示施設改修を行うための製造委託契約について、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決

をお願いするものでございます。 

 １、契約の概要ですが、（１）委託名は、千葉市動物公園動物科学館学習展示施設改修業務

委託でございます。 

 （２）委託期間は、契約締結日の翌日から令和７年３月22日まででございます。 

 （３）内容については、テーマを熱帯雨林を知り、学び、ともに共存する。各施設では、熱
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帯雨林の現状、課題、私たちができることをストーリー立てて展示し、来園者一人一人が学び、

考え、そして、必要な行動に変えていくことにつながる場となるよう、整備するものでござい

ます。 

 改修箇所は、エントランス、学習展示室第１から第５、動物観察通路ほかでございます。 

 展示概要については、図面をもちまして説明をさせていただきます。 

 （図面を用いて説明）まず、エントランスですが、アジアを代表する熱帯雨林であるボルネ

オの森の動植物を再現し、来園者の興味を引きつけます。 

 次に、第１展示室では、熱帯雨林の基礎を学ぶ場として、分布、歴史、気候、構造、時間の

五つのテーマを５台の大型モニターやパネルで解説いたします。 

 次に、第２展示室では、森を守るために私たちができることを考える気づきの場となるよう、

熱帯雨林と人間の歴史的経緯の認知、現状と課題について、パネルや造形物で解説します。 

 次に、第３展示室では、熱帯雨林を支える分解者の世界、土壌、林床について、根の造形物

や天井投影などにより解説いたします。 

 次に、第４展示室では、生物の生存戦略としての種子散布、動けない動物の移動作戦につい

て、種の標本や造形物、香りの体験などにより学びます。 

 次に、第５展示室では、熱帯雨林の水の循環、二酸化炭素の吸収について、壁や床への投影

などにより解説します。 

 最後に、特別展示室では、動物たちの不思議をより深く学ぶために、動物の骨格標本などの

展示や書籍、資料を配架するとともに、研究成果の掲出などを行う多目的な空間を設けます。 

 熱帯雨林を様々な視点から体感しながら学び、見学者の一人一人が考え、そして、必要な行

動に変えていくことにつながる機会を提供していきます。 

 展示概要の説明は以上でございます。 

 議案説明資料のほうにお戻りください。 

 １、契約の概要の（４）契約方法は制限付き一般競争入札、（５）契約金額は５億8,740万

円、（６）受託者は株式会社乃村工藝社でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 位置図となりますが、動物公園全体図のうち、丸で囲んだ箇所が動物科学館でございます。 

 ２、予算措置は、令和５年度、６年度の継続費であり、金額はそれぞれ１億8,000万円、４

億2,000万円でございます。 

 ３、今後のスケジュールは記載のとおりで、令和７年４月の供用開始予定でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 資料としまして、入札調書を添付してございます。予定価格は５億4,538万7,000円、入札に

は３者が参加し、株式会社乃村工藝社が落札いたしました。 

 委託契約の説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 御質疑等がありましたらお願いいたします。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一括で聞きます。 

 現在の展示内容も熱帯雨林をテーマにされておりますけれども、今回のこの施設改修を行う

ことによって、現在の展示から新たに強化する点について伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 
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○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 現在の展示におきましても、一部において熱帯雨林をテーマにした展示内容もございます。

現在、各部屋がかなり老朽化をしておりまして、この熱帯雨林をテーマとした展示を含めまし

て、かなりの展示物が機能しない、一部撤去もされているような状況になっております。展示

内容も各部屋ごとに完結しておりまして、熱帯雨林を総合的に学ぶようなストーリー展開とは

なっていませんでした。 

 このため、今回の強化ポイントですが、来園者一人一人が熱帯雨林を通して動物や自然環境

などについて学び、考え、そして、必要な行動に変えていくことを目的に添えまして、熱帯雨

林について、体感しながら知識を深められるよう、まずテーマの統一を行いました。その上で、

展示物の観覧ストーリーに取り組みまして、原寸大のジオラマや大型モニターなどの演出によ

りまして、熱帯雨林を体感できる、熱帯雨林のエコツアーに見立てた館内を巡る形での設計と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） あと、今、全国的にも世界的にも動物福祉の流れがかなり強まって

おりまして、私もいろいろとそういう動物福祉に関係する方とのお話も伺ったりする中で、や

っぱりこういう部分の展示だとか講演だとか、あと、研究、研修、あとは事例発表、この実施

の方向性といいますか、今後どのようにこういった部分を取り組んでいくのかということもお

聞かせください。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 今回のこの案件についての展示製作物の内容につきましては、動物福祉に関連するものは含

まれておりませんが、動物園にとりまして、動物福祉などへの取り組みにつきましては、動物

園の持続的運営のためにも極めて重要な事項というふうに私どもは認識しております。このた

め、今回改修対象であります特別展示室は、ユーティリティーに使える設定となっておりまし

て、解説パネルの交換だけではなく、小規模な講座の実施も可能なような設計となっておりま

す。 

 このため、動物福祉に関する講演ですとか事例発表などにつきましては、この特別展示室や

同じこの動物科学館にありますレクチャールームの活用はもとより、全園規模で効果的な取り

組みを引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 そういう意味での動物福祉、今はアニマルライツということも言われておりますので、そう

いった部分での来場者の方々に、そういったことが伝わるような展示や研修、研究などの発表

をやっていただきたいということで、意見を述べさせていただきまして、終わります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 一問一答でお願いします。 

 今ほとんど重なる部分が多いので、発言しなくてもいいんですけれども、一応やっていきま
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す。 

 今、以前も熱帯雨林のテーマを基にということがありましたけれども、今回このテーマ設定

については、これはこちらから提案、プロポーザル方式というようなことで聞いておりますけ

れども、テーマについてはこちらから提案したのか、それとも事業者側のほうからの提案なの

かということ、まず済みません、その辺をもう一回確認したいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 昨年度に本件の設計の方法をプロポーザル方式で実施をしました。このと

きに、私どものほうから熱帯雨林をテーマにするということは、指定した事項でございます。

このことにつきましては、まず、この動物科学館が熱帯性の動物を主に飼育していることとい

うのがございます。このため、この資産をまずどのように活用して、また、学習展示のほうと

どのように相互補完をし合いながら、効果的な運用ができるかということを内部で検討した結

果、熱帯雨林という形で、今後のＳＤＧｓ等の話もあるこの世の中の中で、そういったところ

に絞ることが一番活用的にいいだろうという形でテーマ設定をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） そういう検討の基に今回の提案ということで、よく理解をいたしまし

た。 

 さっき佐々木委員ともちょっと重なっちゃうかもしれませんけれども、内容として、非常に

この時宜を得たもので、動物福祉のお話もありましたけれども、熱帯雨林のこの地球環境とい

うことで、本当に大事なテーマだと思います。 

 これまでの展示と比して期待するところですけれども、動物公園としてこのテーマというか、

今後の展示をどう評価というか、捉えていらっしゃるか、もう一回ちょっと確認しておきたい

と思います。どんなことをやりたいかというか。 

展示の評価ですね。内容というか、こういうところに力を入れて、今お話しあったかもしれ

ませんけれども、こういうところ。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 この熱帯雨林をテーマにしたことについての私どもの評価ということでよ

ろしいでしょうか。 

 先ほども申し上げましたこの科学館自体が熱帯雨林の動物を多く飼っております。また、私

ども動物園が抱える一つの使命としまして、種の保存という形の、絶滅危惧種を動物園でどの

ように保護、増殖していくかということがございます。そういった中で、その多くがかなり熱

帯雨林の動物に多く集中している部分があります。そういった中で、私どもは今まで動物園で

そのことを訴える場合に、野生で絶滅に瀕しているというところは非常に表層的な部分で、説

明がそこへとどまってしまった部分があります。 

 そういった件で、今回テーマを設定しましたのは、それがどのような形で、また、人間がど

のような形でそこに影響を及ぼしてこういう形になってしまっているのか、そういったことも

併せて、より深く学んでいただきまして、動物園の事業にもより深く御理解をいただけるよう、

このテーマを設定した部分でございますので、そういった運用を心がけていきたいというふう

に思っております。 
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○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） よく分かりました。期待したいと思います。 

 最後になりますけれども、今回、久しぶりの大きな更新ということで、こういう展示施設は

なかなか展示のリニューアルが難しい面もあるかと思うんですけれども、今後の展示のあり方

とか、特別展示室なんかは活用しますということでお話があったんですけれども、その辺の中

での展示の細かな更新とか、その辺は何かどのように今の段階の考えがあるのか、あれば伺っ

ておきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 当然制作をいたしまして、例えば展示している内容の学説的な発展である

とか、そういったところで展示内容がまず時代に即さないものになってくる、また、あと、や

はり製造物につきまして、老朽化がしてくるという形がございます。今現状、私どもの抱えて

いる課題もそういったところから発生したものであります。 

 そういった件に関しまして、今回この展示のために何か機械的な、特別に何か動きのあるし

つらえでの展示物というものは極力廃止しました。一方で、映像的なもの、投影的なものとい

う型を強くしました。こちらは普遍的にそういった技術というものは、今後技術革新の中でも

発展していく部分だと思いますので、代替部分の入手性は可能であるというふうに考えていま

す。 

 また、デジタル的なデータをそこで投影するという形ですので、例えば、学説であるとか何

かの社会的な内容が変わったときには、そこのデータを差し替えることによって、大きな予算

を投じなくても、展示の一部の修正ができるというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。内容についてよく理解いたしましたので、先ほども述

べましたけれども、大事なテーマでありますので、多くの来園者に来てくださるような施設に

なることを期待申し上げまして、賛成をしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 一問一答です。 

今、各質問がありましたけれども、今回は製造委託契約ということで、昨年のプロポーザル

による企画自体は昨年決定して、市側が熱帯雨林というテーマで、こういうストーリー性に関

しては理解しております。様々今この内容を見たんですけれども、実際の展示の内容について、

専門家からどのような形で参加したりとか、関わったりしているのか、お答えください。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 昨年実施いたしました設計委託の過程におきまして、専門家の方２名の方に監修の御協力を

いただいております。熱帯雨林に関する学術検証の部分といたしまして、植物学が御専門で熱

帯雨林においても研究フィールドとしていらっしゃいました京都大学名誉教授で、元京都大学

霊長類研究所の所長も務めていらっしゃいました湯本貴和先生に御協力を得ております。また、

展示解説の表現部分につきまして、教育学が御専門でいらっしゃる千葉県の館山市御出身なん

ですけれども、沖縄大学の教授を務めていらっしゃいます盛口満先生に御参加をいただいてお
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ります。また、この２名の先生には、引き続き今回の展示物制作過程においても御協力をいた

だく予定にしております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 市側だけじゃなくて、様々専門家の意見を聞いているということで理解しました。 

 それプラス、実際その専門家の意見も聞きつつ、やっぱリ大事なのは市民の方の声だと思っ

ておりまして、市民の声ですとか市内の関連施設等々、いろんな声を聞いているのかどうか、

もしくは聞いていないのであれば、今後、展示自体について、そういう市民の声を聞く予定が

あるのかどうか、お答え願います。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 昨年の設計過程におきましては、この監修の先生と業者、また、私どもの３者でストーリー

を構築してまいりました。 

 今後なんですが、リニューアルオープン後を含めまして、利用者の方の御意見等の調査等は

していきたいと思いますし、また、今回環境という形で、非常に動物園だけではなく、もっと

幅広いテーマ設定をしておりますので、連携ができる大学とか、そういった施設を含めまして、

より活用が広がるような形での連携ということは、模索していきたいと思いますし、また、そ

ういった監修の方にもフィードバックして、また、そこで何か修正ができるものがあれば、努

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 我が会派もなるべく多くの方に来ていただきたいという思いは一緒でございまして、そこで、

最後に一つだけ、今回の展示、もともと熱帯雨林をベースにした新たなリニューアルなんです

けれども、概して動物公園というと、今までどっちかといったら、メイン集客は未就学児童、

幼稚園、保育園とか小学生低学年、高学年含めてというのがそういうイメージがあったんです

けれども、今回の内容に関しては、ちょっと難しいのかなという印象もありまして、今後、そ

ういう展示のターゲットに関して幅広くという話があったんですけれども、そのターゲットに

関してどのように考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 御指摘のとおり、非常にレベルがかなり高い展示ストーリーになっております。端的に結論

を申しますと、展示レベルの設定は、私ども中学生以上というふうに据えました。この理由な

んですが、お話にありましたとおり、今回取り扱う環境課題、これに対しまして、熱帯雨林を

学ぶストーリー作成として対象年齢を下げてしまいますと、非常に表層的な解説にとどまって

しまうという部分があります。このため、本来伝えるべき課題が十分に伝わらない展示内容と

なってしまうということがまずあります。 

 また、低学年対象の解説にとどめますと、観覧者側がその成長につれまして、やはり観覧者
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側としても内容レベルの希薄ということを感じ取ってしまいまして、いわゆる多世代の継続的

な利用、これにつながらないというふうに捉えました。 

 一方で、決して低学年の子供たちを切り捨てるということではございませんで、保護者や学

校の引率の先生などを通して、子供に伝えること、これが期待できるよう、ジオラマであると

か動きのある壁面投影や大型モニターなどを活用しまして、利用形態に応じて感覚的に理解で

きるような演出に努めてまいります。特に学校での環境学習、これへの利用が期待できる内容

になっているというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 最後に一つだけ、説明は分かりました。今後は、多分そういう今中学生という話があったん

ですけれども、多分中学生の中では、小学校とか幼稚園のときに行ったなと。動物園へ行った

なと。動物公園へ行ったなと。家族とも行ったというイメージがあって、今後多分こういう科

学館がかなりレベルの高いものになると、中学校とかにもこういう校外学習で行くのかどうか

という中で、そういう誘導方法というか、新たなターゲットを特に中学生とおっしゃったので、

中学校に対して、この動物公園にという何か誘導方法とか、今後考えていることがあれば教え

てください。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 今、具体的に私どももこの展示に関して、どういうアクションでプロモー

ションを行っていくかということは、園内でいろいろ検討しているところでございます。ただ、

やはりかなりそういう学校の学習に利用できるようなコンテンツにはなっておりますので、何

か観覧の先生方が使われるのに活用できる何かガイド的なペーパーであるとか、あとは、逆に

ホームページ等で、逆にかなり全容をお見せしてしまうとか、そういった形で千葉市動物公園

へ行けば、これだけのものが見られるんだみたいな形を御提示するとか、これまだアイデア段

階ですけれども、そのような様々何がしかのプロモーションを含めた活動はしていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 いずれにしても、多くの方がせっかくリニューアルするので、来園して、こういう学習の機

会を増やしていければというふうに思っております。会派としては、賛成ということで、終わ

りです。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 一括です。５分以内で終わります。 

 ２点ほど聞かせてもらいたいんですけれども、根本的にプロポーザルという話をしていまし

たけれども、もともと熱帯雨林は展示があって、それをリニューアルというふうに言っていま

すけれども、もともと熱帯雨林を取り上げる理由という意図、そこをちょっと教えてもらいた

いんですが。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 
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○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 先ほどもちょっと一部御説明をいたしました。私ども動物公園の使命の中に種の保存という

事業がございます。動物園の中で絶滅危惧種を将来的に向けて保護、増殖をしていくという事

業でございます。こういったことが、単純に技術的に私どもが動物を増やしていくというだけ

ではなくて、私どもは動物園でこれを保護、増殖しているという理由の一つに、今野生状態で、

野生の動物の生息環境が破壊されてしまっていると。仮に今動物園から動物たちを野生状態に

リースしたとしても、生活環境がないという形で、実はこの種の保存計画というのは、世界規

模の中の考え方として、一旦動物園で動物を預かっておいてほしいという思想の下に打ち立て

られた計画です。その間に自然環境を回復していこうと。 

 そういった中で、自然環境を回復させるには、一人一人の人間の行動変容という形で、自然

環境をどう考えていくかという形が重要になってまいります。ですから、そういった形で私ど

ものこの種の保存事業の成果といいますか、結論を出すに当たっての非常に重要な部分でござ

いますので、そういった件で熱帯雨林の保全というところをテーマに掲げたところでございま

す。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） じゃあ、もう一つなんですけれども、今の種の保存とか、そういうす

ごい崇高な目的というのは、すばらしいことだと思いますので、それは賛同したいと思います

けれども、もともと熱帯雨林、その建物だけじゃなくて、建物の中だけじゃなくて、ほかにも

熱帯雨林に住む動物というのはいるんでしょうか。どういうのがあるんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 御指摘のとおり、熱帯に住む動物につきましては、この動物科学館だけで

はなく、ほかのエリアにも大がかりな温度管理を必要としない動物たちが点在しております。

その中には、例えば、ハシビロコウというあの鳥も熱帯雨林ではないんですが、アフリカの熱

帯域に住んでいる動物でございます。また、隣接するモンキーゾーンのところにいる猿たちも、

ほとんどが熱帯域に住む動物というふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） じゃあ、最後になりますけれども、今まで伺ったことについて、すば

らしい目的があるということは理解しました。 

 それで、どちらかというと、チーターだとかサバンナ系のライオンだとか、そういうのをど

うしても我々も好んじゃうというか、見に行きたくなってしまうんだけれども、熱帯雨林もそ

の先ほど崇高な種の保存という目的もあるということですので、すばらしいそれを子供たちに

もしっかりと理解してもらえるような展示をしていただけるといいなと。何かＰＲできるとこ

ろがあればここが、今まで話を聞いているので、それが動物公園としてのコンセプトというか、

思いだというのは理解していますけれども、我々が聞いたところだとそう思うけれども、一般

の方たちにもきちっと分かるように、説明がされるような展示をしていただきたいということ

を要望して、終わります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、御発言がなければ、採決いたします。 
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 議案第103号・千葉市動物公園動物科学館学習展示施設改修業務委託に係る製造委託契約に

ついてを採決したいと思いますが、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えをお願いしたします。 

［都市局退室、建設局入室］ 

 

議案第105号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、議案第105号・市道路線の認定及び廃止についてを議題とい

たしたいと思います。 

 説明をお願いします。建設局長。 

○建設局長 建設局でございます。 

 土木部長に説明させていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 土木部長。 

○土木部長 土木部の山口でございます。 

 議案第105号・市道路線の認定及び廃止について説明させていただきます。座って説明させ

ていただきます。 

 議案説明資料の11ページをお願いいたします。 

 なお、位置図等につきましては、議案書の28ページから42ページに掲載しております。 

 １の提案理由ですが、市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第10条第

３項の規定に基づき、議決を求めるものです。 

 ２の内訳ですが、（１）の認定は、都市計画法に基づく開発行為により、帰属された道路の

14路線となります。（２）の廃止は、道路敷地売払いに伴う廃止の１路線となります。 

 なお、当議案を承認いただきますと、路線数は１万4,884路線、総延長は3,520キロメートル

となります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松坂吉則君） 御発言がなければ、採決いたします。 

 議案第105号・市道路線の認定及び廃止について、原案のとおり可決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、案件審査を終わります。ありがとうございました。 

 それでは、12時になってしまいましたので、所管事務調査はちょっと午後に回して、１時か

ら再開したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

午後０時１分休憩 

 

午後１時０分開議 
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所管事務調査 

○委員長（松坂吉則君） それでは、午前中に引き続き、所管事務調査の件について議題とい

たしたいと思います。 

 今期の年間調査テーマであります空き家対策についての所管事務調査の実施をいたします。 

 委員の皆様は、しおり３番もしくは紙資料の所管事務調査説明資料をお開きください。 

 それでは、当局より説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 都市局でございます。 

 所管事務調査、空き家対策についてにつきまして、都市部長より御説明させていただきます。

よろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 都市部でございます。よろしくお願いいたします。 

 所管事務調査資料、空き家等対策について説明をさせていただきます。着座で失礼します。 

 説明の順ですが、表紙にありますとおり、市の現状、空き家等の課題、空家化の要因、国の

考え方、対策の方向性案の順で説明をしてまいります。 

 なお、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法ですが、この改正に伴いま

して、現在、千葉市空家等対策計画について、今年度末の改定を目指し、作業を進めていると

ころであり、本日はこの改定を見据えた内容で説明をさせていただきます。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 初めに、１、千葉市の現状でございます。 

 まず、（１）人口と世帯の推移ですが、令和５年４月１日現在の人口は97万8,000人、世帯

数は46万2,000世帯で、この世帯数は、令和12年に約46万3,000世帯でピークとなりまして、以

降は減少に転じると予想されております。また、世帯構成別世帯数の傾向ですが、図１－２に

示しますとおり、単独世帯が増加し、令和２年度では最も多い39.4％を占めております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 この単独世帯の年齢別の傾向ですが、図１－３のとおり、一番右側の70歳以上の区分で年々

増加しておりまして、他の年齢区分に比べて急増が目立っております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、（２）住宅の推移ですが、総務省の住宅・土地統計調査によると、本市の住宅総数は

平成30年度で約47万8,900戸であり、増加傾向となっております。 

 次に、一番下の図１－８、中古住宅の購入戸数の推移ですが、一戸建て、長屋建てと共同住

宅・その他ともに、平成25年度までは増加、それ以降は横ばい傾向ということで、市内住宅の

不動産市場の一定の機能というのは、確保されているというふうに考えております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 （３）高経年住宅団地の状況についてです。市内の市街化調整区域には、開発からおおむね

40年以上が経過した高経年住宅団地が24団地あり、21万人強が居住しております。これらの団

地では、高齢化率が平均36％と市の平均を10％上回っておりまして、高齢化が著しいという状

況でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 
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 （４）空き家等の推移ですが、まず、用語の定義を記載しております。 

 ページの一番下の図ですが、住宅・土地統計調査での住宅の分類でございます。図の中ほど

に空き家とありますが、この中には、別荘などの２次的住宅のほか、賃貸用と売却用の住宅、

そのどれにも当たらない太枠で囲んだその他住宅があり、転勤などで長期の不在の住宅あるい

は取り壊す予定の住宅などを指しますが、このその他住宅のうちで、適正な管理が行われてい

ないものが空き家問題につながると考えております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 イ、本市における空き家の総数と空き家率でございます。平成30年度の住宅総数約47万

8,900戸のうち、約５万7,900戸が空き家であり、空き家率は全国平均の13.6％に対しまして、

本市は12.1％と全国平均を下回っております。平成15年以降、住宅総数の増加に対しまして、

空き家数が緩やかな減少傾向にありましたが、平成30年には上昇に転じているという状況です。

また、種類別の推移ですが、その他の住宅の戸数が増加傾向を示しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 こちらでは、エとしまして、各区の空き家数を掲載しております。住宅総数が多い中央区で、

空き家も多いというような状況でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 次に、（５）空き家等所有者の意識、課題についてでございます。 

 平成29年度に、市内の空き家の現状等について調査を実施いたしました。まず、空き家があ

ることで困っていることは何ですかという質問に対しましては、解体して更地になると、固定

資産税等の負担が増加するですとか、売却したいが売却相手が見つからないなどが多い結果と

なりました。 

 ９ページをお願いいたします。 

 また、空き家を利活用する上で市に期待する支援、要望する事項について尋ねましたところ、

解体に対する支援あるいは不動産や法律などの専門家への相談などが多い結果となりました。 

 続きまして、（６）本市での取組状況でございます。 

 初めに、ア、管理不全な空き家等への対応でありますが、令和４年度の管理不全相談の対応

実績は735件で、区ごとについては記載のとおりでございます。また、これらのうち108件、約

14％が特定空家等、すなわち著しい保安上の危険や衛生上有害のおそれから、放置することが

不適切というふうに判定をされています。 

 10ページをお願いいたします。 

 この特定空家等のうち、50件に指導、34件に勧告を行いました。内容ですが、ほとんどが保

安上危険によるものであります。 

 特定空家等の推移ですが、図１－24のとおり、近年減少しておりまして、取り組みの効果が

一定程度表れているというふうに考えております。 

 11ページをお願いいたします。 

 次に、イ、空き家等の利活用についてですが、本市では、住宅に関する様々な相談への対応

や情報提供の窓口として、住宅関連情報提供コーナー、通称すまいのコンシェルジュを設置し

ており、空き家に関する相談状況は表１－１のとおりでございます。この相談等を通じまして、

空き家等の利活用促進に努めているほか、令和３年度から本市と連携協定を締結している不動

産や建築、法律などの専門家７団体により、専門的な相談対応ができる体制を整えております。 
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 続いて、12ページをお願いいたします。 

 ２、空き家等の課題についてです。 

 本市の空き家等の状況や国の動向、これまでの取組等の検証を踏まえまして、主な課題を４

点に整理をしております。 

 まず１点目、（１）発生抑制に係る課題ですが、所有者等に関しましては、維持管理、売却、

賃貸等様々な相談への対応や、空き家等の発生予防に向けた意識醸成、相続時の譲渡等の効果

的な働きかけなどが課題であります。また、行政におきましては、所有者等が分からない場合

における指導や情報提供などの対応が課題であります。 

 次に、（２）活用促進に係る課題ですが、まず、地域においては、高経年団地における地域

の活性化等につながる対策の検討、また、行政では、福祉施設への転用について福祉部局との

連携などが挙げられます。 

 13ページをお願いいたします。 

 （３）適切な管理や除却に係る課題ですが、行政においては、管理不全空き家などへの対策

の強化などがあり、また、続く（４）多様な主体との連携に関する課題では、行政において専

門家団体等と連携した自治体等の取組強化などであります。 

 14ページをお願いいたします。 

 ３、空き家化の要因についてです。ここでは、大きく二つ、（１）社会的状況による要因と

（２）の住宅の形態等による要因というふうに分けて整理をしております。 

 まず、（１）の社会的状況による要因ですが、まず、人口減少、少子高齢社会の観点からは、

バリアフリー化や子育て仕様など、住宅や住環境に対するニーズが多様化し、これらに対応で

きていない住宅が空き家化するというふうに考えられます。 

 次に、（２）住宅の形態による要因です。ア、持ち家の場合の（ア）一戸建て住宅とマンシ

ョンに共通する要因ですが、中古住宅の流通不足としまして、中古住宅は、新築に比べて価値

が評価されずに、そもそも流通が不足していること。また、相続の面ですが、住宅を相続して

も別に住まいがあるなどにより、相続物件に住むことがまれであり、空き家となるケースがあ

ること。一つ飛びまして、登記の面では、登記情報を基に所有者に連絡をしても、所有者が分

からない状態が長期化してしまい、管理不全の空き家となるケースがあることなどです。 

 15ページをお願いいたします。 

 次に、（イ）主に一戸建て住宅に関する要因ですが、まず、税金の面では、建物を壊して更

地化すると税額が大幅に上がってしまうため、あえて空き家を放置してしまうケースがあるこ

と。また、権利の面では、権利が複数になる場合、空き家の処分に関する意見がまとまらない

ケースがあること。次に、管理不全として、住まいに対する維持管理の知識、意識の低さから

適切な修繕が実施されず、資産価値を損ない、空き家化の原因となることなどであります。 

 16ページをお願いいたします。 

 （ウ）主にマンションに関する要因ですが、管理不全という面におきましては、大規模修繕

等について区分所有者の合意形成が図れず管理不全となり、資産価値の低下から、居住者が減

少、空き家化すると考えられます。 

 また、一つ飛びまして、ウ、住宅団地の場合です。団地再生の取り組みの面では、高経年団

地では、世帯分離等で若年世代等が流出することによる人口減少、入居世代が高齢化し、高齢
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単身世帯が増加あるいは建物の老朽化などの対応が課題でありまして、入居者の世代交代です

とか、建て替えなどの団地再生に向けた取り組みが進まないと、空き家の発生を招くというふ

うに考えております。 

 空き家化の要因については、以上のように整理をしております。 

 17ページをお願いいたします。 

 ４、空き家等対策における国の考え方です。 

 国は、平成27年に空き家法を施行し、市町村に対策計画の策定や特定空家等に対する措置な

ど、施策を総合的かつ計画的に推進することを求めております。また、本年12月に改正空き家

法が施行の見込みであり、主な内容を線の囲みのとおりにまとめております。 

 まず、１、活用拡大に関する改正では、（１）空家等活用促進区域に関する規定が盛り込ま

れましたこと。飛びますが、（３）支援法人制度として、市町村長がＮＰＯ法人等を空家等管

理活用支援法人として指定することができるようになったことなどであります。 

 ２点目、管理の確保に係る改正では、（１）特定空き家化を未然に防止する管理として、放

置すれば特定空き家になるおそれのある空き家を新たに管理不全空き家として規定し、市が指

導、勧告し、勧告を受けると、固定資産税の特例を解除できるという規定が設けられました。 

 18ページをお願いいたします。 

 ３点目の３、特定空き家の除却等についてですが、（１）状態の把握について、市町村長に

特定空き家の所有者に対する報告徴収の権限が付与されまして、また、（２）代執行の円滑化

として、災害などの緊急時の代執行が可能となったことなどであります。この改正法施行に当

たりましては、国が示す予定の具体的な基準等を今後研究しまして、適切に対応をしてまいり

たいと考えております。 

 19ページをお願いいたします。 

 ５、空き家等対策に関する本市の方向性案でございます。 

 これまでの取り組みで特定空き家等は減少傾向にありまして、効果は一定程度表れているも

のと考えますが、引き続き次のとおり、管理不全空き家等への対応など対策を進めてまいりま

す。 

 取組方針は４つありまして、初めに、方針１、空き家等の発生予防ですが、今後も空き家の

増加が懸念されるため、居住中の段階から準備を進めていただくことや、住まいの性能や価値

を保ち、より長く安全、快適に住んでいただくよう、所有者等への普及啓発を強化し、住宅を

空き家としないとの意識を醸成しながら、発生を予防します。具体的施策については、表に記

載のとおりです。 

 20ページをお願いいたします。 

 ２つ目、方針２は、空き家等の利活用の促進であります。 

 本市においては、空き家等は不動産市場で一定程度流通しておりますので、利活用を促進す

る上では、良好な状態の住宅として使い続けることのほか、例えば地域の課題解決や活動拠点

に資するなど、住宅以外の用途へ転用することも重要です。このため、利用可能な空き家等は、

所有者と利活用希望者のマッチングなどにより流通を促進するとともに、高経年団地では、地

域の活性化や魅力向上につながる利活用の施策を検討してまいります。主な具体的施策は、表

に記載のとおりです。 

 次に、方針３ですが、管理不全な空き家等の解消です。 
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 周辺に影響を及ぼす空き家等に対して指導を強化するとともに、所有者不明空き家等への対

策を講じるなど、適切な管理を促進します。具体的施策については、表に記載のとおりです。 

 21ページをお願いいたします。 

 方針４は、関係団体等の多様な主体との連携です。 

 引き続き、専門家団体との連携の強化などを図るものとします。主な具体的施策は、表に記

載のとおりでございます。 

 次に、（５）対策の実施体制です。 

 空き家等の適正管理に関する相談は、各区役所が窓口となりまして、都市局が取りまとめ、

関係部局と連携し対応することを基本として取り組んでまいります。また、有識者で構成する

千葉市空家等対策協議会や、連携協定を締結している専門家団体と一層連携して取り組むもの

といたします。 

 最後に、まとめでございます。 

 空き家法、空き家条例等に基づき、対策を総合的かつ計画的に推進しているところですが、

策定から５年経過します対策計画の見直しは、千葉市空家等対策協議会での審議などを踏まえ

た改正案につきまして、12月頃パブリックコメントを実施し、今年度末に改定する予定でござ

います。また、法改正に伴い、空き家条例の改正も予定をしております。 

 今後の様々な社会変化の中にありましても、持続可能なまちとなるよう、多様な住まい方、

新しい住まい方、良質な住宅ストックの視点を重視しつつ、総合的な空き家等の対策の推進に

よる安全・安心な住環境の形成の実現を目指しまして、引き続き取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） ありがとうございました。 

 大体読んできていただいているというふうに思いますので、説明は簡単にしてもらったと思

います。何か補足してここを深掘りして聞きたいというところがあれば、聞いてもらうなり資

料請求してもらうなりして、なければ我々の委員間での今後の話に入っていきたいんですけれ

ども、いかがですか。 

 今後の話をしてから、また必要だったら、必要な書類とかを段取りしていきたいというふう

に思いますので、では、説明はこれでいいですかね。 

 では、我々が今後どうしていくのか話合いをしたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。 

［都市局説明員退出］ 

○委員長（松坂吉則君） それでは、今の説明と、これは今の役所の取り組みとか現状という

ことだったので、これからどうしていったらいいかを議論したいなというふうに思います。 

 何もないまま議論してもあれなので、ちょっと正副委員長で、こんな進め方はどうだろうと

考えてみましたので、ちょっとそれを披露させてもらって、それに沿ってやってもよろしけれ

ばそうしたらいいなというふうに思います。 

 まず、今説明してもらいまして、今年、さっきパブリックコメントを行って、空家条例の改

正をするというところで、それについて言えば、国の流れに従ってやる話なので、そんなに

淡々と進んでいっちゃうんじゃないかなというふうに思っています。ただ、それ以上に一歩進
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めて、千葉市独自の空き家対策をやっていくのであれば、我々は話合いをして、それを提言に

まとめて出した上で、行政側に対してそれを検討していただこうかなというふうに思っていま

す。 

 もう一つは、まだ調査が平成26年、27年ぐらいに全体調査をやっているんですね。例えば、

下水道の資料とかを使いながら、本当に空き家があるかどうかという個々の調査というのを結

構前にやっているんです。ただ、もう何年もたっちゃって、今その資料が古くなっちゃってい

て、３年後ぐらいに国で調査したのが出るんですけれども、これは個々の調査じゃなくて、一

部調査したものを千葉市に広げて、大体このぐらいの空き家があるんじゃないかという、調査

の仕方がもうランダムに取ったものを拡張させるという調査なんですね。本気で空き家対策を

やっていくのであれば、一軒一軒の調査、やっぱりそういう下水道とか水道とか、そういう情

報を基に調査していかなきゃいけないと思いますので、ちょっとその段取りがありますよとい

うことだけお伝えさせていただきたいというふうに思います。 

 まずは、１点目として、そういう空き家条例の改正は別として、それ以降、独自のものを提

案していくという形でよろしいですかね。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） できれば、これ12月にパブリックコメントということは、今から言

えば、変えることは難しいかもしれないけれども、追加ぐらいいけるのかね。駄目なの。 

○委員長（松坂吉則君） その間の議論を伝えることは可能だと思うんですけれども、多分、

現状の空き家条例の改正は、どう考えているかといったら、国の方針変更に伴うことしか考え

てなさそうなんですよ、役所自体が。だから、今から我々が言っても、次の改正にはなかなか

反映してもらえないんじゃないのかなと。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 提案としては、中間答申という感じで、あれと同じで、中間で、３

月まで待たずに、11月、12月じゃないですけれども、そこのところで、２月頃までのところで

視察が終わった後に意見をまとめてしまって、建議的な感じで、提案よりも低いレベルで出し

ておいて、条例の参考にしてくれぐらいのことはできないかなと。 

○委員長（松坂吉則君） そんな形も、ちょっとチャレンジしてみるならやってみてもいいか

なとは思うんですけれども、どうですかね。まだこれから話しするので。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） そうなんです。本当は全部話し合って、３月までに結果を出すとい

うのが普通のやり方なんですよ。 

○委員長（松坂吉則君） それで、ちょっと皆様のところにお配りしてあるのが２枚あるんで

すが、これからどうやってやっていくかというフローと、正副委員長案をちょっと出している

んですけれども、一つは、このフローのほうを見てもらいたいんですけれども、空き家の原因

とか要因の追及、これは今やった資料にもある程度出ているので、こういう資料を中心に、あ

とは皆様の経験とか周りで聞いている状況で、その原因をまず見極めましょう。 

 その先に解決策として何があるのか、今行政がやっていることはもう当たり前の話として、

それに上乗せして何か解決策があるのであれば検討したい。それから、必要に応じて、それに

対しての法律は改正できないですけれども、条例とかの改正案で何かしら上乗せできるのかと

いうところ、その後に、その条例の改正とかを提案した後に、民間に協力していただいて、こ

ういう空き家のストックの利活用だったり流通というのを考えるべきかなというふうなことで、

ちょっとこの空き家の解決策のフローをちょっとつくってみました。これはちょっと頭の中に

入れといてもらうと、議論がしやすいかなということです。 
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 もう一つは、空き家対策に対する調査検討項目という正副委員長案でつくったのは、民間と

かＮＰＯ法人が空き家対策は結構やっているんですね。会社でいうと、空き家対策、空き家活

用株式会社とか、いろんな会社が今自治体に空き家の活用方法を提案している。それはどんな

ことかというと、売買して売っちゃうとか、リフォームして貸し出す、再販するとか、いろん

な方法を提案する会社があって、そういうところと連携していて、その先に解体だったり建設

だったり、リフォームだったりという選択があるということで、民間、ＮＰＯをうまく活用し

ていきましょうよということが一つなんですね。 

 それと、管理不全空き家と特定空き家等に対する体制の構築というのは、これが今なかなか

文書で送ったりアプローチしても進んでいかないので、もっとそれをスピーディーに行政側に

やってもらいたいなということです。 

 それと、空き家の状況の確認がみんなできていないと思うので、もっと回覧板だったり、市

政だよりで、空き家があれば教えてくださいよという、周りの目から、市民から空き家情報が

上がってくる形がいいんじゃないかなということです。この前、執行部とちょっと詰めました

ら、空き家に対する実態調査の予算が結構かかるので、予算取りをしないと厳しいですという

話と、もう一点は、空き家対策をしている役所の人数が全然足りないと。本当に真剣に空き家

対策をするのであれば、人数が足りないという課題点が出てきているので、その点について、

人員の確保と予算要望を皆さん超党派でしていければ面白いかなというふうなことで、一応案

をつくってみましたというところなんですね。ここら辺、御賛同いただければ、こういう流れ

でちょっと進めていきたいなと思うんですけれども、どうでしょう。 

 何かほかにありますか。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 基本的にはそうですよね。普通に考えたら、所管事務調査の役割は、

やっぱり法が決まっているとするのであれば、人員と来年度からの予算を中長期的と短期的な

ものに分けて、取ることに対して注力しましょうと。ただ、ここにいる人はほぼ現職だった人

だけれども、お二人に関しては優秀な方なので、多分さっき説明したことは、これ95％みんな

理解していると思うんですね、はっきり言って。なので、提言は別に今日をスタートにして、

視察が終わるまでに出せるよね。 

○委員長（松坂吉則君） 出せると思うんです。 

○委員（小松﨑文嘉君） それはそれで、提言なり建議ということで出して、あとは、その先

にここに書いてあるフローの予算と人員、部署についての役割を提案するというのは、そうい

うやっぱり所管事務としては、いい使命じゃないかと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 何かありますか。 

 今、役所が進めようとしているのは、国の方向性に従った空き家条例の改正までなんですね。

それ以降、千葉市モデル空き家対策みたいなところまで踏み込んでいくのであれば、ちょっと

皆さんのお知恵を拝借しながら、そういう提言をまとめていくしかないかなというふうに思っ

ています。 

我々が幾らやっても基本を置くしかできないんですよ。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） この分類の中の今、例えば40分類あると思うんだけれども、さっき

の説明の95％で。３分類を除けばほとんど出ていましたから、そこの中にこういう分類を入れ

てくれないかなぐらいの話になると思うんですよね。やる気を出すようなものでもない。 
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○委員長（松坂吉則君） これからやることは、皆さんから意見を聴取した上で素案を、まと

めたものをつくりますので、それを提言にしていくという形でどうかなと思っています。 

 独自に調べていくと、やっぱり把握し切れていないというのが一番の要因だと思いますので、

単純ですよね。さっきの資料を見ても、要するに空き家をどうしたらいいかというのが進んで

いない理由として、解体して更地になると固定資産税の負担が増加する、売却したいが相手先

が見つからない、解体したいが高額で解体できない、賃貸したいが相手先が見つからない。こ

れは、みんなちゃんとした業者さんがいるわけじゃないですか。そこと行政側がうまく情報提

供さえできれば、マッチングビジネスみたいな話ですけれども、マッチングができれば、どん

どんストックが流通していくということで、うまくそこをマッチングさせるのが一つの課題か

なというふうに思っているので、そのためには、役所としても人員が必要だし、民間活用もそ

の部分に関してしていかなきゃいけないということなんだと思います。 

 実態で感じている、我々がふだん歩いたときの空き家の数と把握している空き家の数は、ど

うもこれを見ていても何か違っているような気はしないでもないので、そういうところかなと

いうのはあるんですけれども、もうざっくばらんにそういう感じで、ちょっと我々正副委員長

の案はこうやって言ったので、この形で進めていきますけれども、それ以外に何かつけ加えて

おくことがあるのであれば、いかがですかというところです。吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 流れ的にはもう理解していて、確かに私も現場を聞いていて、例えば

空き家プラスごみ屋敷的な、うちの近所にも実は挨拶に回っていたら、この家は空き家ですか

と聞いたら、いや、１週間に１回ぐらいいるような、いないようなとか、それでも関連してい

けるような話ですとか、あるいは住宅地でないところだと、郊外でもやっぱり持ち主が分から

ない、あるいは持ち主が分かっている。だから、誰もいないので、そこに何か住みついちゃっ

ている人が、その当事者でない人が何かいるようなとか、その実情がやっぱり周りの人が分か

らないと。そういうのがあって、多分正確な数というのが、やっぱり実情と数で乖離している

のかなというのもあるので、先ほどの現状、原因を含めた流れというんですか、それはすごい

いいかなと。 

 おっしゃったとおり、確かに市としては、多分そういう改定案を待って、そこからという話

でしょうから、その前にというこの案に関しては、取りあえずいいと思っています。ありがと

うございます。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 私もやっぱり空き家、これ空き家じゃないかなと思って見たら、実

は草が結構生えていたんだけれども、多分所有者だと思うんですけれども、道路に出っ張って

いるから、それを切りに来ていたりとか、何かそれでもやっぱり１軒は空き家なんですけれど

も、所有者がいるということで、多分どうすればいいかと悩んでいるということも考えられる

ので、そういう支援というところをどういう形でやっていくかというのは、必要だなというこ

とを考えています。 

 それと、情報提供を市民にということで、やっぱり一番知っているのは、地元の自治会の役

員さんとかが一番知っていると思うので、そういったところとの連携というんですかね、そう

いうのもやっぱり市独自で要るのかどうか分からないですけれども、その空き家の情報を把握

していくための取り組みというのは必要だなということ。あとは、住宅の供給に関してなんで

すけれども、ちょっとこれは政策が一致しないところはあるかもしれないですけれども、住宅

をどんどん増やしていくということで、空き家もやっぱり増えていくということも考えられる



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－45－ 

ので、そこが多分、政策的に一致しない。そういう部分でのやっぱり供給のあり方とか、そう

いうのもやっぱり今後問われてくるんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） おっしゃるとおりで、大規模開発ばかりを進めているわけじゃなく

て、我々はストックをどう流通させていくかということも考えていかないといけないので、多

分合致すると思うんです。亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。すごく前向きなことかなと思っております。 

 考えてみますと、区ごととか地域でもかなり特性というか、地域の差が違うかなと思ってい

て、私のところも中央区ですけれども、私のところも当然空き家はあるんですけれども、中央

区の北とまた向後委員もあれですけれども、南部へ行くと、もっと結構空き家の問題は結構、

もう本当にぼろぼろみたいなお家があったりとかあって、それぞれの地区でかなり特性とか特

徴も違うと思うので、私自身もほかの区の先輩同僚の皆さんの地域の現状とか、あるいはそれ

ぞれの見聞きしたようなことがあると思いますので、特にやっぱり自治会の方とか地域の方が

苦慮していて、御提案にもありますけれども、なかなか言ってもやってくれないんだよとか、

どうしたらいいんだろうとかということで、地域の中でかなりこうで、我々のところにも来て

とか結構あると思うので、その辺の２番のこういう体制の構築とか、やっぱり標準処理期間の

設定とか、そういうことというのは、非常に前向きな御提案だと思いますので、そういうとこ

ろで皆さんの知見を持ち寄って、いい提案ができればと思っていますので、賛同したいと思い

ます。 

○委員長（松坂吉則君） 白鳥委員。 

○委員（白鳥 誠君） 皆さんからもう出ていることなんですけれども、やっぱりこの４番の

予算、空き家の実態調査に係る予算、人員確保というのがやっぱり一番最初に来るべきだと思

っていまして、４番に書くと、４番目かなという気がしちゃうので、ちょっとそれを感じたの

が一つと、あと、ちょっとほかの委員さんも出たんですけれども、ストックを流通させるとか、

増やさないということを考えると、今の経済政策にかかってくる問題になってくるかなという

気もするんですけれども、この辺をしっかりとどうすんだということを決めて、千葉市の姿勢

として訴えていくことが大事じゃないかなと思うんですけれども、その辺は、この千葉市の問

題として、この空き家対策を本気でどう考えるのかということにつながってくるかなという気

もするので、この委員会の大きな役割かなという気がするということを申し上げておきたいと

思います。 

○委員長（松坂吉則君） 今、白鳥委員のお話にあったように、今まで大規模開発で、面での

開発だったんですけれども、これからは多分、点のストックの活用とか、それのリニューアル

ということになってくると思うので、人口減少はしていくので、既存のものをどう利用してい

くかということを考えていかなきゃいけないので、今の白鳥委員がおっしゃられたのは、多分

間違いないですね。かといって、大規模開発をやめましょうじゃなくて、大規模開発するのな

ら、それなりの考えを持ってやっていかなきゃいけないということですよね。白鳥委員。 

○委員（白鳥 誠君） そういうことです。 

○委員長（松坂吉則君） さっき亀井委員がおっしゃられたように、それこそ緑区内だって越

智と土気といったら、もう本当に全然違うぐらいで、やっぱり地域性が、もう稲毛区でも花見
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川区でもどこでも出てきているんだと思いますので、じゃあ、そういう形でちょっとそれは進

めさせてもらう。 

 今日意見もらったのをまとめるのと同時に事務局のところにこういうのも入れてとか、後で

気づいたものがあれば、メールでも何でも入れといてもらえれば、また調整しようと思ってい

ますので、それはお願いします。守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） 実際、僕も自分の地域で空き家の相談があるんですけれども、結局例

えば、例を挙げると、小学校の通学路にかかる、普通の道路レベルでの建物だったらいいんで

すけれども、ちょっと高台になっているところが空き家になっていて、そこがもう植栽がもう

道路に。これは土木事務所に言っても、今は飛び出たところは切りますと言っても、変な話、

今度は電線にかかっていると、東京電力だとか何とか、いろいろやっぱりそこの実際飛び出し

たところを切ってもいいよと、なかなかそう単純にいかないのと、危険だから通学路にパイロ

ンかなんかを置いて、子供たちが危険にさらされないようにというパイロンを置くのはどうか

なと思うと、逆にそのパイロンが障害になって、逆に危ないとか、結構対策は、現状の対策は

難しくて、本来だったら民地ですけれども、もう植栽も切っちゃってというふうなことも、だ

から、実際その現場で個々個々、空き家の現状は違うじゃないですか。みんな一戸建てにして

も違いますし。 

 だから、ちょっとその辺は悩ましいなというので、今、白鳥委員がおっしゃったように予算

とか人員とか、実際本当区役所でも、くらし安全室がやっているんですけれども、やっぱりど

うしても人員が足らないし、現状把握もできないし、僕もやったんですけれども、法務局へ行

って所有者を見たところで、その所有者が実際の所有者と違うとか、何かいろんな複雑なこと

があるので、これ本当に具体的に現場レベルでちょっと取り決めとかルールとかじゃなくて、

本当に実際のレベルで掘り下げていかないと、なかなか根本的な解決にならないんじゃないか

と。 

 あと、余計なことを言うと、僕は御承知のとおり稲毛ファミールハイツという分譲マンショ

ンに住んでいるんですけれども、一戸建ては空き家だと分かりますけれども、マンションにな

っちゃうと、これは空いているのか、空いていないのか外からじゃ分からないので。ところが

どっこい、実際はファミールハイツも1,300世帯中100世帯は空き家になっていて、大概がもう

おじいちゃんおばあちゃんは施設に入っちゃって、子や孫はもう面倒を見ていないで、そのま

ま放置状態とか、ただ、幸いに管理組合に言わせれば、管理費は払われているので、幸いです

けれども、これが管理費が払われないような世帯が増えてきちゃうと、修繕だ何だ、管理組合

の運営の問題にもなるし、とどのつまりは、その１棟がみんな空き家になったら、これ棟ごと

空き家じゃなくて廃屋みたいになっちゃうことも極論言えばなっちゃうので、本当にこれ空き

家は悩ましいので、もうどうしようもない段階に行く前に、こういう形でいろいろ手だてをし

て、我々を含めて、市なら市での国云々じゃなくて、やっぱり独自の対策というのは必要だな

と思っております。 

○委員長（松坂吉則君） ありがとうございます。 

 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 空き家なのかどうかというのは、例えば、町内で言えば、大体分かり

ますよね。近所の人たちが大体把握していると思うんだけれども、何で空き家なのかというの

が分からないとか、個人情報だからなかなかつかめないとかということがあるので、そこをど
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う解決していくかとか、実際悩んでいるのかどうか。いや、空き家になっているように見える

けれども、ただ、所有者がまだ決まらないだけであって、相続で決まらないだけだよとか、そ

ういうこともあるかも。個別事情はいろいろあると思うので、どうやって調べていくかという

ことも含めて、要は段取りをつけて、まずは把握することが大事かなと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） さっきからいろいろお話が出ていて、調査シートはやっぱりいいと

思うんだよね、お金がかからないし。今から人を30人用意しろといったら、多分すごいきつい

と思うんですよ。正直言って、さっき言ったように、くらし安全室のうちの２人ずつぐらいが

対応して、３人が交代で２人だと思うんですよね。それをやっているぐらいで、市の中になる

と、ばらばらなんですよ。 

 あと、一番の問題は、空き家と名前になっているんですけれども、さっき人がいるかいない

か分からないところ、これがごみ屋敷という公称になっているんですけれども、正式名称はな

いんですね。ごみ屋敷というと、失礼になっちゃう場合もあるから、私は荒廃住宅という名前

にして言っているんだけれども、本来だったら、名称を決めて、その中で一番解決しやすいも

のを選んでやっていくのが、やっぱりこの後の対応だと思うので、それはもう先のことで、う

ちで話すことじゃないかもしれないけれども、そのためには、人と予算をつけてあげるのが、

意見として予算をつけてあげるのが、今年この１年のこの委員会の使命かなと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 分かりました。桜井副委員長。 

○副委員長（桜井秀夫君） この立場にあって、済みません。ありがとうございます。 

 ここの場で改めてちょっと気づきをいただいたのが、お話をいただいて、さっき言っていた

空き家と荒廃住宅、僕は空き家のことしか考えていなかったんですけれども、お話を聞いてい

て、なるほどなと思って、ちょっと確かに外見上、区別を分けにくい、そして、空き家を何と

かスピーディーに片づけたいという気持ちの一方で、荒廃住宅は人が住んでいるときもあると

いう話を聞いて、なるほどなと思いながら、でも、10月から福祉まるごとサポートセンターの

ほうに新しい機関を市でもつくるということなので、空き家を片づけるということももちろん

大事。でも、さっき委員長おっしゃったように、まずはちゃんと実態把握をしましょうという

そのスタンスですよね、積極的に。自治会にお願いしてでも、民生委員にお願いしてでも、し

っかり把握しましょうと。把握した中で、これ空き家だと思ったら荒廃住宅だったと。人がい

たと。そうしたら、それをしっかり福祉につなげるというか、ちゃんと役所の中でもそういっ

た連携を取れるようなことの何か仕組みを何かつくれないかなというのをちょっと思いました。 

 その上で、我々は都市建設委員会なので、その空き家のスピーディーな解決というところに

しっかりアクセルを踏みたいなというところをさらに思ったのと、もう一つは、先ほど小松﨑

委員のほうからもおっしゃられたように、12月の法改正に対して何を載っけるかというのは、

本当にハードルが高いんですけれども、そうなると、多分スケジュール的にはあれかなと思っ

たのは、ちょっと委員会視察の後にもう一回、何かワンクッションないと文言としてはちょっ

と、そんなヘビーな、そんな具体的な何か新しいものを盛り込めというよりかは、ちょっとし

っかりニュアンスを伝えるというような感じだと思うんですけれども、そういったことをやる

にしても、ちょっと何かもしかしたらスケジュールでワンクッション何か御協力いただく必要

もあるのかなといったところを思いました。ありがとうございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） じゃあ、今、皆さんから出た意見をまとめて、ちょっと早めに、特

に皆さん、さっき白鳥委員も小松﨑委員も予算要望と人員確保について早めにやりましょうと

いうので、これだけ先行してまずやっておいて、あとの部分については、まとめていきますと、

そんな感じでいいですかね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松坂吉則君） もう一つは、これ相続登記の義務化が、向後委員はよく御存じかも

しれないですけれども、義務化が進むんですよ。なので、相続したときに登記していないとい

う今空き家が多いので、その登記が進んでくると、比較的持ち主が明確になってくるのかなと

いうのが一つあります。 

 それと同時に、個人資産なので、さっき守屋委員から話しあったように、どこまで踏み込ん

でやれるのかというところがあるので、その個人資産とか、個人情報の扱いについて、どうい

うふうに、どこまでやれるのというところもちょっと一つ考えていかなきゃいけないところか

なというふうに思います。 

 大体皆様から意見を聞いて、じゃあ、この今提案した内容に合わせて、今聞いた内容を含め

て、予算と人員の確保だけ先行してやっていって、途中で副委員長からお話しあったように、

早めに条例改正に向けて何か提案するものが必要だということであれば、１回だけもしかした

ら何かしらで会議を持つかもしれないということで、じゃあ、次の条例提案の段階までの間に

ちょっとそこら辺の整理をしますので、整理をしたものは、皆さんのところに逐一資料提供す

るので、足りないものがあれば上げてくださいということで、そんな形でいいですか。 

 もうこれ会議は解散しますけれども、常に皆さん地元を歩いていらっしゃるでしょうから、

気づいたことを変な話上げてもらえればいいのかなというふうに思います。 

 それで、最後になりますけれども、今日あえて行政側を外したのは、行政側の説明は、こう

やってやっています、こういうことをやっていますというのはいいんですけれども、我々が考

えて、主体的に行政にもう一回提案していこうということをやりたいので、今年度の終わりま

でにやりたいので、ぜひお願いします。 

 それで、もうこれは会派関係なくして、やっぱり皆さんも同じ問題を抱えているから年間調

査テーマにしたので、ぜひそれを御協力いただければというふうに思います。それでいいでし

ょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松坂吉則君） そんなことで、じゃあ、今日はこれで終わりにしますので、引き続

き情報提供と意見をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、最後に、委員の皆様にお知らせしますということで、11月13日から15日に予定し

ています視察先は、倉敷市、神戸市、京都市。倉敷市は都市景観条例と都市景観条例に伴うま

ちづくり、令和３年に改正しているので、その点をちょっと視察したい。それから、２日目は、

まさしく空き家対策で神戸市、それから、京都市も非住宅居住住宅利活用の促進税についてと

いうことと、景観まちづくりということでやっていきたいなというふうに思います。よろしい

でしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松坂吉則君） では、よろしくお願いします。 
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今日はありがとうございました。 

 

午後１時52分散会 

 


